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五

「
民
事
当
事
者
」
の
刑
事
手
続
へ
の
関
与
形
態

�

「
民
事
当
事
者
（parte

civile

）」
と
は
、
刑
事
手
続
の
な
か
で
民
事
訴
権
を
行
使
し
、
犯
罪
か
ら
生
じ
た
民
事
上
の
損
害
に

対
す
る
賠
償
請
求
を
行
う
者
を
い
う
。
こ
の
「
民
事
当
事
者
」
は
、「
犯
罪
被
害
者
」
と
は
異
な
り
、
訴
訟
「
当
事
者
」
の
一
人
に
数

え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
民
事
当
事
者
は
、
刑
訴
法
上
、
被
告
人
、
民
事
有
責
者
（respon

sabile
civil

（
１９０
）

e

）、
金
銭
刑
支
払
債
務
者
（la

person
a

civilm
en

te
obbligata

per
la

pen
a

pecu
n

iari （
１９１
）

a

）
と
並
ぶ
、「
私
人
当
事
者
（parte

privata

）」
の
一
人
と
し
て
扱
わ

イ
タ
リ
ア
刑
事
手
続
に
お
け
る
犯
罪「
被
害
者
」の
地
位
に
つ
い
て（
三
・
完
）

松

田

岳

士

一

は

じ

め

に

二

「
犯
罪
被
害
者
」
と
「
民
事
当
事
者
」
の
概
念

三

歴
史
的
沿
革
（
以
上
、
五
三
巻
五
号
）

四

「
犯
罪
被
害
者
」
の
刑
事
手
続
へ
の
関
与
形
態
（
以
上
、
五
三
巻
六
号
）

五

「
民
事
当
事
者
」
の
刑
事
手
続
へ
の
関
与
形
態

六

お

わ

り

に
（
以
上
、
本
号
）
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れ
、
そ
の
手
続
上
の
権
利
・
資
格
に
つ
い
て
も
、
他
の
「
私
人
当
事
者
」
と
一
括
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多（
１９２
）

い
。
こ
れ
は
、
現

行
制
度
の
も
と
で
、「
民
事
当
事
者
」
は
、
刑
事
手
続
上
、
原
則
と
し
て
、
被
告
人
そ
の
他
の
「
私
人
当
事
者
」
と
同
等
の
権
利
・
資

格
を
享
受
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

�

民
事
当
事
者
の
「
構
成
（costitu

zion

（
１９３
）

e

）」
は
、
予
備
審
理
の
開
始
か
ら
、
公
判
の
冒
頭
手
続
に
お
け
る
当
事
者
構
成
手（
１９４
）

続
の

終
了
ま
で
の
あ
い
だ
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
刑
訴
七
九
条
一
項
）。
い
い
か
え
れ
ば
、
民
事
当
事
者
と
し
て
の
刑
事
手
続
へ

の
参
入
は
、
検
察
官
に
よ
る
刑
事
訴
権
の
行
使
と
と
も
に
可
能
と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
段
階
で
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ（
１９５
）

る
。

他
方
、
公
判
の
冒
頭
手
続
に
お
け
る
当
事
者
構
成
手
続
修
了
後
の
民
事
当
事
者
の
構
成
は
原
則
と
し
て
許
さ
れ
な
い
が（
刑
訴
七
九
条
）、

そ
の
後
で
あ
っ
て
も
、
公
訴
事
実
の
変
更
・
追
加
が
あ
っ
た
場
合
に
そ
の
時
点
で
新
た
な
民
事
当
事
者
の
参
入
を
許
す
こ
と
が
で
き
る

か
否
か
に
つ
い
て
は
、
議
論
が
あ（
１９６
）

る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
い
っ
た
ん
適
法
に
な
さ
れ
た
民
事
当
事
者
の
構
成
の
効
果
は
、
そ
の
後
の
す

べ
て
の
手
続
段
階
お
よ
び
審
級
に
お
よ
ぶ
こ
と
に
な
る
（
刑
訴
七
六
条
二（
１９７
）

項
）。

民
事
当
事
者
構
成
の
申
立
は
、
�
民
事
当
事
者
を
構
成
す
る
者
の
身
上
（gen

eralità

）、
�
民
事
訴
権
行
使
の
対
象
と
な
る
被
告

人
の
身
上
ま
た
は
そ
の
特
定
に
必
要
な
人
定
事
項
、
�
弁
護
人
の
氏
名
お
よ
び
そ
の
選
任
届
、
�
請
求
の
趣
旨
お
よ
び
原（
１９８
）

因
、
�
弁
護

人
の
署
名
を
記
載
し
た
書
面
を
、
当
該
事
件
の
審
理
を
担
当
す
る
予
備
審
理
裁
判
官
ま
た
は
裁
判
所
の
書
記
局
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
行
わ
れ
る
（
刑
訴
七
八
条
一
項
）。

民
事
当
事
者
構
成
の
申
立
を
受
け
た
予
備
審
理
裁
判
官
ま
た
は
裁
判
所
は
、
民
事
当
事
者
構
成
の
要
件
が
具
備
さ
れ
て
い
な
い
場
合

に
は
、
決
定
に
よ
り
民
事
当
事
者
を
手
続
か
ら
排
除
（esclu

sion
e

）
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
職
権
に
よ
る
排
除
決
定
は
、
証
拠

調
べ
開
始
の
宣
言
以
前
に
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
刑
訴
八
一（
１９９
）

条
）。
ま
た
、
検
察
官
、
被
告
人
お
よ
び
民
事
有
責
者
も
、
民

事
当
事
者
の
手
続
か
ら
の
排
除
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
排
除
の
請
求
は
、
予
備
審（
２００
）

理
ま
た
は
公
判
に
お
け
る
当
事
者
構
成
手
続

論 説
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ま
で
に
、
口
頭
ま
た
は
書
面
に
よ
り
、
理
由
を
付
し（
２０１
）

て
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
排
除
請
求
に
関
し
て
は
、
民
事
当
事
者
も
そ
の

審
理
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
、
裁
判
官
ま
た
は
裁
判
所
は
決
定
に
よ
り
裁
判
す
る
。
な
お
、
予
備
審
理
裁
判
官
に
よ
る
民
事
当
事
者

排
除
は
、
被
害
者
に
よ
る
公
判
に
お
け
る
再
度
の
民
事
当
事
者
構
成
の
申
立
を
妨
げ
な
い
（
刑
訴
八
〇
条
）。

さ
ら
に
、
刑
訴
法
八
二
条
は
、
民
事
当
事
者
構
成
の
取
消
（revoca

）
の
手
続
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
民
事
当
事
者

構
成
は
、
手
続
の
い
か
な
る
段
階
・
審
級
に
お
い
て
も
取
消
す
こ
と
が
で
き
る
（
一
項
）。
取
消
は
、
民
事
当
事
者
ま
た
は
そ
の
特
別

代
理
人
が
、
公
判
期
日
に
お
い
て
申
し
立
て
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
は
、
そ
の
旨
の
書
面
を
書
記
局
に
提
出
す
る
と
同
時
に
他
の
当
事

者
に
送
達
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
（
明
示
的
取
消
）。
ま
た
、
民
事
当
事
者
が
、
弁
論
手
続
に
お
い
て
弁
論
の
内
容
お
よ
び
損

害
賠
償
請
求
総
額
を
記
し
た
書
面
を
提
出
し
な
い
場
合
（
後
述
�
�
�
参
照
）、
ま
た
は
民
事
裁
判
所
に
同
一
の
損
害
賠
償
請
求
訴
訟

を
提
起
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
構
成
は
取
消
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
（
二
項
）（
黙
示
的
取
消
）。

�

民
事
当
事
者
は
、
刑
事
上
の
「
犯
罪
被
害
者
」
の
場
合
と
異
な
り
（
四
�
参
照
）、
弁
護
人
を
選
任
す
る
こ
と
な
く
手
続
に
参

加
す
る
こ
と
は
で
き
な（
２０２
）

い
。
こ
の
点
に
つ
き
、
刑
訴
法
一
〇
〇
条
は
、
被
疑
者
・
被
告
人
以
外
の
「
私
人
当
事
者
」、
す
な
わ
ち
、
民

事
当
事
者
、
民
事
有
責
者
お
よ
び
金
銭
刑
支
払
民
事
債
務
者
は
、
原
則
と
し
て
公
文
書
ま
た
は
認
証
さ
れ
た
私
文
書
に
よ
っ
て
な
さ
れ

る
「
特
別
の
委
任
（procu

ra
speciale

）」
に
基
づ
く
弁
護
人
の
代
理
に
よ
っ
て
、
審
理
に
臨
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
定
め
て
い
る

（
一
項
）。「
特
別
の
委
任
」
は
、
こ
れ
ら
「
当
事
者
」
構
成
の
申
立
書
の
末
尾
ま
た
は
余
白
へ
の
付
記
に
よ
っ
て
も
な
す
こ
と
が
で
き

る
が
、
こ
の
場
合
に
は
、
署
名
の
真
正
に
つ
き
、
弁
護
人
に
よ
る
認
証
が
必
要
と
な
る
（
二
項
）。
委
任
は
、
明
示
的
な
反
対
の
意
思

表
示
が
な
い
限
り
、
当
該
審
級
に
つ
い
て
の
み
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
（
三
項
）。
刑
事
上
の
「
犯
罪
被
害
者
」
の
場
合
と
同

様
に
―
―
そ
し
て
、
被
疑
者
・
被
告
人
の
場
合
と
は
異
な
り
―
―
、「
民
事
当
事
者
」
に
つ
い
て
も
国
選
弁
護
制
度
は
存
在
し
な
い
が
、

貧
困
に
よ
り
弁
護
人
を
選
任
で
き
な
い
と
き
は
、
国
費
に
よ
る
弁
護
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
刑
訴
九
八
条
）。
国
費
に
よ
る
弁

イタリア刑事手続における犯罪「被害者」の地位について（三・完）
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護
を
受
け
る
た
め
の
要
件
・
手
続
等
は
、「
犯
罪
被
害
者
」
の
場
合
と
同
じ
で
あ（
２０３
）

る
。

民
事
当
事
者
は
、
複
数
の
弁
護
人
を
選
任
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
刑
訴
施
行
法
二
四（
２０４
）

条
）。
弁
護
人
は
、
法
律
に
よ
り
民
事
当
事

者
に
明
示
的
に
留
保
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
い
て
、
代
理
す
る
民
事
当
事
者
の
利
益
の
た
め
に
当
該
事
件
に
関
し
て
い
か
な
る
行
為
を

な
す
こ
と
も
で
き
る
が
、
本
人
の
明
示
の
意
思
表
示
が
な
い
限
り
、
手
続
上
の
権
利
を
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
刑
訴
一
〇
〇
条

三
項
）。

�

刑
訴
法
一
九
〇
条
は
、「
証
拠
は
、
当
事
者
の
請
求
に
よ
り
取
調
べ
ら
れ
る
。
裁
判
所
は
、
請
求
に
つ
い
て
遅
滞
な
く
裁
判
す

る
。
そ
の
際
に
は
、
法
律
に
よ
り
禁
止
さ
れ
た
証
拠
お
よ
び
明
ら
か
に
過
剰
な
ま
た
は
関
連
性
の
な
い
証
拠
を
却
下
す
る
」
と
定
め
る
。

こ
の
規
定
は
、
訴
訟
に
お
け
る
「
証
明
の
対
象
」
に
関
連
す
る
証
拠
の
取
調
べ
を
求
め
る
権
利
、
す
な
わ
ち
、「
立
証
権
（diritto

alla

prova

）」
を
「
当
事
者
」
に
保
障
す
る
趣
旨
で
あ
り
、
そ
の
帰
属
主
体
た
る
「
当
事
者
」
に
は
、
検
察
官
、
被
告
人
だ
け
で
な
く
、「
私

人
当
事
者
」
の
す
べ
て
が
含
ま
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い（
２０５
）

る
。

民
事
当
事
者
の
構
成
が
あ
る
場
合
に
は
、「
証
明
の
対
象
（oggetto

di
prova

）」
は
、
公
訴
事
実
（im

pu
tazion

e

）、
可
罰
性

（pu
n

ibilità

）、
刑
ま
た
は
保
安
処
分
の
量
定
（determ

in
azion

e
della

pen
a

o
della

m
isu

ra
di

sicu
rezza

）
に
関
す
る
事
実
、

訴
訟
法
的
事
実
だ
け
で
な
く
、
犯
罪
か
ら
生
じ
た
民
事
責
任
に
関
す
る
事
実
に
も
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。
民
事
当
事
者
に
は
、
こ
れ
ら
の

事
実
を
立
証
す
る
た
め
に
、
刑
訴
法
一
九
〇
条
の
定
め
る
範
囲
で
、
証
拠
の
取
調
べ
を
求
め
る
権
利
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

具
体
的
に
は
、
刑
訴
法
は
、
個
別
の
規
定
に
よ
っ
て
、
た
と
え
ば
、
鑑
定
が
行
な
わ
れ
る
場
合
に
技
術
的
補
助
者
を
選
任
す
る
権
利

（
刑
訴
二
二
五
条
）、
予
備
審
理
に
お
け
る
討
論
の
開
始
前
に
資
料
を
提
出
す
る
権
利
（
刑
訴
四
二
一
条
三
項
）、
予
備
審
理
に
お
い
て

書
面
審
理
に
よ
る
決
定
が
で
き
な
い
場
合
の
補
充
的
な
証
拠
取
調
べ
の
請
求
権
（
刑
訴
四
二
二
条
）、
公
判
開
始
決
定
か
ら
証
拠
調
べ

の
開
始
ま
で
の
緊
急
の
証
拠
保
全
の
請
求
権
（
刑
訴
四
六
七
条
）、
公
判
の
冒
頭
手
続
に
お
い
て
証
明
対
象
を
明
示
し
つ
つ
証
拠
の
取

論 説
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調
べ
を
請
求
す
る
権
利
（
刑
訴
四
九
三
条
二
項
）、
他
の
当
事
者
に
よ
り
請
求
さ
れ
た
証
拠
の
許
容
性
を
争
う
権
利
（
刑
訴
四
九
五
条
）、

自
ら
「
私
人
当
事
者
」
と
し
て
の
尋
問
を
受
け
る
こ
と
を
請
求
し
ま
た
は
同
意
す
る
権
利
（
刑
訴
五
〇
三
条
一
項
）、
鑑
定
人
の
召
喚

を
求
め
る
権
利
（
刑
訴
五
〇
八
条
）、
控
訴
審
に
お
い
て
新
た
な
証
拠
調
べ
を
請
求
す
る
権
利
（
刑
訴
六
〇
三
条
）
等
を
民
事
当
事
者

に
も
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
「
立
証
権
」
の
具
体
化
を
図
っ
て
い
る
。

�

以
上
の
よ
う
な
「
民
事
当
事
者
」
に
認
め
ら
れ
る
一
般
的
権
利
を
前
提
と
し
て
、
次
に
、
刑
事
手
続
の
段
階
ご
と
に
、
同
主
体

に
ど
の
よ
う
な
参
加
・
関
与
が
保
障
さ
れ
て
い
る
か
を
み
て
み
る
こ
と
に
し
よ（
２０６
）

う
。
な
お
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
予
備
捜
査
段
階
で

は
「
民
事
当
事
者
」
の
構
成
そ
れ
自
体
が
許
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
、
基
本
的
に
、
予
備
審
理
以
降
の
手
続
段
階
を
検
討
す

れ
ば
足
り
る
こ
と
に
な
る
。

�

予
備
審
理
に
お
け
る
民
事
当
事
者
の
構
成
と
参
加

予
備
審
理
裁
判
官
は
、
討
論
に
入
る
前
に
（
刑
訴
四
二
一
条
一
項
）、
当
事
者
の
構
成
に
関
す
る
確
認
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
民

事
当
事
者
の
構
成
も
こ
の
場
で
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
予
備
審
理
期
日
に
関
す
る
通
知
は
、
刑
事
上
の「
犯

罪
被
害
者
」
に
対
し
て
の
み
行
わ
れ
（
刑
訴
四
一
九
条
一
項
）、
民
事
当
事
者
構
成
の
申
立
適
格
を
有
す
る
「
民
事
上
の
被
害
者
」
す

べ
て
に
対
し
て
な
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
、
刑
事
上
の
被
害
者
の
身
分
を
兼
ね
な
い
民
事
上
の
被
害
者

の
民
事
当
事
者
構
成
の
申
立
適
格
を
否
定
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な（
２０７
）

い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
当
事
者
構
成
の
確
認
の
際
に
、

裁
判
官
は
、
告
知
、
召
喚
、
通
知
お
よ
び
送
達
の
無
効
が
あ
れ
ば
、
そ
の
更
新
を
命
ず
る
（
刑
訴
四
二
〇
条
二
項
）。

民
事
当
事
者
を
構
成
し
た
被
害
者
は
、
そ
の
弁
護
人
を
通
じ
て
、
予
備
審
理
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
予
備
審
理
は
原
則
と
し

て
捜
査
資
料
に
基
づ
い
て
行
な
わ
れ
る
が
、
当
事
者
に
は
そ
れ
に
つ
い
て
自
己
の
主
張
を
展
開
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
主
張

は
、
検
察
官
に
引
き
続
き
、
民
事
当
事
者
、
民
事
有
責
者
、
金
銭
刑
支
払
民
事
債
務
者
、
被
告
人
の
そ
れ
ぞ
れ
の
弁
護
人
の
順
で
行
な
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わ
れ
る
（
刑
訴
四
二
一
条
二
項
）。
も
っ
と
も
、
予
備
審
理
裁
判
官
は
、
捜
査
資
料
に
基
づ
い
て
裁
判
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
思

料
す
る
場
合
に
は
、
裁
判
の
た
め
に
審
理
が
必
要
な
新
た
な
事
項
ま
た
は
補
充
的
な
情
報
の
収
集
が
必
要
な
事
項
を
当
事
者
に
指
摘
す

る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
検
察
官
お
よ
び
私
人
当
事
者
の
弁
護
人
は
、
新
た
な
証
拠
調
べ
の
請
求
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。
民
事
当
事

者
の
弁
護
人
に
よ
る
証
拠
調
べ
の
請
求
は
、
検
察
官
に
よ
る
公
判
移
送
請
求
の
認
容
の
た
め
に
決
定
的
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
場

合
に
の
み
認
め
ら
れ
る
（
刑
訴
四
二
二
条
一
項
参
照
）。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
参
加
を
実
効
的
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、
民
事
当
事
者
に
は
、
予
備
審
理
の
開
始
前
に
、
あ
ら
ゆ
る
捜
査
資
料

が
綴
じ
込
ま
れ
る
「
検
察
官
資
料
綴
」
を
閲
覧
・
謄
写
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
（
刑
訴
施
行
法
一
三
一
条
）。
ま
た
、
予
備
審
理

と
並
行
し
て
捜
査
が
行
な
わ
れ
る
場
合
も
、
関
連
資
料
は
「
検
察
官
資
料
綴
」
の
な
か
に
綴
じ
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
い
ず
れ
に

せ
よ
、
民
事
当
事
者
の
弁
護
人
は
そ
の
資
料
を
閲
覧
・
謄
写
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
刑
訴
施
行
法
一
三
一
条
、
刑
訴
四
三
三
条
二
項
）。

さ
ら
に
、
一
九
九
九
年
一
二
月
一
六
日
の
法
律
第
四
七
九
号
に
よ
る
刑
訴
法
四
三
一
条
二
項
の
改
正
に
よ
り
、「
検
察
官
資
料
綴
」
に

綴
じ
込
ま
れ
た
証
拠
ま
た
は
防
御
調
査
の
結
果
た
る
証
拠
は
、「
当
事
者
」
の
同
意
に
よ
り
「
公
判
用
資
料
綴
」
に
編
綴
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
（
２０８
）

が
、
こ
の
「
当
事
者
」
に
は
、
民
事
当
事
者
も
含
ま
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い（
２０９
）

る
。

�

第
一
審
公
判
手
続
へ
の
民
事
当
事
者
の
参
加

�

第
一
回
公
判
期
日
前
に
行
わ
れ
る
公
判
準
備
に
お
け
る
民
事
当
事
者
の
権
利

民
事
当
事
者
に
は
、
第
一
回
公
判
期
日
の
二
〇

日
前
ま
で
に
、
予
備
審
理
裁
判
官
に
よ
り
発
せ
ら
れ
た
公
判
開
始
命
令（
同
命
令
に
は
、
第
一
回
公
判
の
期
日
・
場
所
も
記
載
さ
れ
る
）

が
送
達
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
刑
訴
施
行
法
一
三
三
条
）。
た
だ
し
、
民
事
当
事
者
が
予
備
審
理
に
参
加
し
て
い
た
場
合
に
は
、

そ
の
場
で
公
判
期
日
等
に
つ
き
告
知
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
の
後
、
地
裁
ま
た
は
重
罪
院
の
裁
判
長
に
よ
っ

て
公
判
期
日
の
繰
り
上
げ
ま
た
は
延
期
が
な
さ
れ
た
場
合
に
も
、
新
た
な
期
日
の
七
日
前
ま
で
に
民
事
当
事
者
に
も
そ
の
旨
の
通
知
が
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な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
刑
訴
四
六
五
条
二
項
）。

第
一
回
公
判
期
日
の
二
〇
日
前
か
ら
、
民
事
当
事
者
お
よ
び
そ
の
弁
護
人
は
、
押
収
物
を
そ
の
所
在
地
に
お
い
て
見
分
し
、「
公
判

用
資
料
綴
」
中
に
含
ま
れ
る
捜
査
資
料
を
閲
覧
・
謄
写
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
刑
訴
四
六
六
条
）。
ま
た
、
公
判
開
始
命
令
後
に
補
充

捜
査
が
行
な
わ
れ
た
場
合
に
も
、
民
事
当
事
者
の
弁
護
人
に
は
関
連
資
料
の
閲
覧
・
謄
写
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
刑
訴
四
三
〇
条
二

項
）。
民
事
当
事
者
は
、
他
の
当
事
者
と
と
も
に
、
第
一
回
公
判
期
日
の
七
日
前
ま
で
に
、
証
人
、
鑑
定
人
、
技
術
的
補
助
者
の
尋
問

を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
刑
訴
四
六
八（
２１０
）

条
）。

�

公
判
審
理
（giu

dizio

）
へ
の
参
加
権

以
下
、
公
判
手
続
の
進
行
に
沿
っ
て
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

冒
頭
手
続

公
判
廷
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
証
拠
調
べ
に
入
る
前
に
、
当
事
者
の
構
成
に
関
す
る
確
認
を
行
な
う
。
民
事
当
事

者
の
構
成
の
有
無
も
、
そ
の
際
に
確
認
さ
れ
る
。
裁
判
所
は
、
そ
の
際
、
当
事
者
の
告
知
、
召
喚
、
通
知
お
よ
び
送
達
に
無
効
が
あ
る

場
合
に
は
、
そ
の
更
新
を
命
ず
る
（
刑
訴
四
八
四
条
一
項
）。
当
事
者
構
成
の
確
認
の
後
、「
民
事
当
事
者
」
の
弁
護
人
は
、
み
ず
か
ら

「
予
備
的
問
題
（qu

estion
i

prelim
in

ari
）」
を
提
示
す
る
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
他
の
当
事
者
か
ら
そ
れ
が
提
示
さ
れ
る
場
合
に

（
２１１
）

も
、
そ
の
審
理
に
、
検
察
官
、
被
告
人
そ
の
他
の
私
人
当
事
者
の
弁
護
人
と
と
も
に
、
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の

審
理
は
、
問
題
の
提
示
に
厳
密
に
必
要
な
時
間
内
に
限
定
さ
れ
、
反
論
は
原
則
と
し
て
許
さ
れ
な
い
。
こ
の
審
理
の
後
、
裁
判
所
は
、

決
定
に
よ
り
予
備
的
問
題
に
関
す
る
裁
判
を
行
う
（
刑
訴
四
九
一
条
）。
そ
の
後
、
民
事
当
事
者
の
弁
護
人
は
、
検
察
官
に
引
き
続
い

て
、
刑
訴
法
四
六
八
条
に
よ
り
公
判
期
日
の
七
日
前
ま
で
に
提
出
し
た
リ
ス
ト
に
掲
載
さ
れ
た
証
人
、
鑑
定
人
、
技
術
的
補
助
者
だ
け

で
な
く
、
そ
れ
以
外
の
証
拠
に
つ
い
て
も
、
ま
た
、
リ
ス
ト
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
証
人
等
に
つ
い
て
も
、
事
前
に
そ
れ
を
申
出

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
疎
明
す
る
と
き
は
、「
立
証
し
よ
う
と
す
る
事
実
を
示
し
、
取
調
べ
を
請
求
す
る
」
こ
と
が
で
き
る

（
刑
訴
四
九
三
条
）。
ま
た
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
も
、
民
事
当
事
者
は
、「
当
事
者
」
の
一
人
と
し
て
、「
検
察
官
資
料
綴
」
に
含
ま
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れ
る
証
拠
お
よ
び
「
防
御
調
査
」
に
よ
り
得
ら
れ
た
証
拠
を
「
公
判
用
資
料
綴
」
に
編
綴
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
刑

訴
四
九
三
条
三（
２１２
）

項
）。

証
拠
調
べ
（istru

zion
e

dibattim
en

tale

）

証
拠
調
べ
に
お
い
て
も
、
民
事
当
事
者
お
よ
び
そ
の
弁
護
人
に
は
、
基
本
的
に
被

告
人
お
よ
び
そ
の
弁
護
人
と
同
様
の
参
加
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
証
拠
調
べ
は
、
検
察
官
の
請
求
に
か
か
る
証
拠
か
ら
開
始
さ
れ
、
そ

の
後
は
、
そ
れ
ぞ
れ
民
事
当
事
者
、
民
事
有
責
者
、
金
銭
刑
支
払
債
務
者
、
被
告
人
の
請
求
に
か
か
る
証
拠
順
に
行
な
わ
れ
る
（
刑
訴

四
九
六
条
一
項
）。
個
々
の
証
人
お
よ
び
鑑
定
人
に
対
す
る
尋
問
も
、
当
事
者
の
尋
問
も
、
同
様
の
順
序
に
よ
る
（
刑
訴
四
九
八
条
二

項
、
五
〇
三
条
一
項
）。
ま
た
、
鑑
定
が
行
な
わ
れ
る
場
合
に
は
、
検
察
官
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
私
人
当
事
者
に
、
鑑
定
人
の
数

を
超
え
な
い
数
の
技
術
的
補
助
者
を
任
命
し
、
鑑
定
に
立
ち
会
わ
せ
る
権
利
が
あ
る
（
刑
訴
二
二
五
条
、
二
三
〇（
２１３
）

条
）。

民
事
当
事
者
も
、
公
判
廷
で
「
証
人
」
ま
た
は
「
私
人
当
事
者
」
と
し
て
尋
問
を
受
け
る
可
能
性
が
あ（
２１４
）

る
。
す
な
わ
ち
、
民
事
当
事

者
に
は
、
被
告
人
以
外
の
他
の
私
人
当
事
者
と
同
様
に
、
証
人
適
格
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
民
事
当
事
者
の
証
人
尋
問
の
請
求
は
、
民

事
当
事
者
本
人
以
外
の
当
事
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
う
る
。
一
般
の
証
人
の
場
合
と
異
な
り
、
民
事
当
事
者
は
、
証
人
尋
問
を
受
け
る
こ

と
を
拒
否
す
る
権
利
を
有
す
る
が
、
い
っ
た
ん
尋
問
を
受
け
る
こ
と
に
同
意
す
れ
ば
、
自
己
負
罪
的
な
証
言
の
場
合
を
除
い（
２１５
）

て
、
証
言

義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
民
事
当
事
者
は
、「
私
人
当
事
者
」
と
し
て
尋
問
を
受
け
る
可
能
性
も
あ
る
。
こ
の
尋
問
は
、
民

事
当
事
者
自
ら
ま
た
は
他
の
訴
訟
当
事
者
に
よ
っ
て
請
求
さ
れ
う
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
民
事
当
事
者
本
人
の
同
意
が
な
け
れ
ば
行

う
こ
と
は
で
き
な
い
。
民
事
当
事
者
は
、「
私
人
当
事
者
」
と
し
て
尋
問
を
受
け
る
場
合
に
は
、
証
言
義
務
を
負
わ
な
い
。
な
お
、
民

事
当
事
者
が
「
証
人
」
と
し
て
尋
問
さ
れ
る
場
合
に
は
、「
当
事
者
」
と
し
て
の
尋
問
は
許
さ
れ
な
く
な
る
（
刑
訴
二
〇
八（
２１６
）

条
）。

弁
論
手
続
（discu

ssion
e

fin
ale

）

弁
論
手
続
に
お
い
て
は
、
検
察
官
の
論
告
・
求
刑
に
続
い
て
、
民
事
当
事
者
、
民
事
有
責

者
、
金
銭
刑
民
事
債
務
者
、
被
告
人
の
順
に
弁
論
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な（
２１７
）

る
。
弁
論
は
口
頭
で
行
わ
れ
る
が
、
民
事
当
事
者
は
、
そ
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の
内
容
を
記
し
た
書
面
も
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
書
面
に
は
、
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
請
求
総
額
を
示

さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
民
事
当
事
者
の
構
成
の
取
消
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
（
八
二
条
二（
２１８
）

項
）。
検
察
官
、

民
事
当
事
者
は
、
一
度
に
限
り
、
か
つ
相
手
方
の
主
張
に
反
駁
す
る
た
め
に
厳
密
に
必
要
な
限
度
で
の
み
反
論
を
行
な
う
こ
と
も
で
き

る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
最
終
陳
述
権
は
被
告
人
お
よ
び
そ
の
弁
護
人
に
与
え
ら
れ
る
（
刑
訴
五
二
三
条
一
項
、
二
項
、
四
項
）。

裁
判
所
は
、
有
罪
判
決
を
言
渡
す
場
合
に
は
、
民
事
当
事
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
原
状
回
復
お
よ
び
損
害
賠
償
の
請
求
に
つ
い
て
も

裁
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
際
に
は
、
損
害
賠
償
額
の
算
定
も
行
な
う
（
刑
訴
五
三
八
条
）。
犯
罪
事
実
の
存
否
に
関
す
る
刑
事

上
の
判
断
は
、
民
事
上
の
損
害
賠
償
請
求
に
関
す
る
判
断
と
の
関
係
で
、
先
決
的
な
（pregiu

diziale

）
意
味
を
も（
２１９
）

ち
、
裁
判
所
は
、

有
罪
判
決
を
言
渡
す
場
合
に
し
か
、
民
事
当
事
者
に
よ
る
損
害
賠
償
な
い
し
回
復
の
請
求
に
つ
い
て
裁
判
す
る
こ
と
は
で
き
な（
２２０
）

い
。

裁
判
所
は
、
原
状
回
復
な
い
し
損
害
賠
償
を
命
ず
る
裁
判
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
の
請
求
に
よ
り
、
仮
執
行
を
命
ず
る
こ
と
も
で
き

る
（
刑
訴
五
四
〇
条
一
項
）。
ま
た
、
採
用
さ
れ
た
証
拠
で
は
賠
償
額
の
算
定
が
困
難
な
場
合
に
は
、
刑
事
裁
判
所
は
概
括
的
な
損
害

賠
償
の
言
渡
し
（pron

u
n

ciare
con

dan
n

a
gen

erica

）
を
し
た
う
え
で
、
そ
の
具
体
的
算
定
の
た
め
に
民
事
裁
判
所
に
事
件
を
移

送
す
る
。
そ
の
際
に
は
、
刑
事
裁
判
所
は
、
民
事
当
事
者
の
請
求
に
よ（
２２１
）

り
、
採
用
さ
れ
た
証
拠
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
範
囲
の
賠
償
金

の
仮
支
払
い
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
（
刑
訴
五
三
九
条
）、
同
裁
判
は
直
ち
に
執
行
可
能
と
な
る
（
刑
訴
五
四
〇
条
二（
２２２
）

項
）。

�

上
訴
権
お
よ
び
上
訴
審
公
判
に
お
け
る
民
事
当
事
者
の
参
加

旧
刑
訴
法
は
民
事
当
事
者
に
よ
る
上
訴
の
申
立
て
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
が
（
旧
刑
訴
一
九
五（
２２３
）

条
）、
現
行
刑
訴
法
は
、
明
文
に
よ

り
、
民
事
当
事
者
に
上
訴
権
を
認
め
た
。
も
っ
と
も
、
上
訴
の
申
立
て
は
、「
上
訴
の
利
益
」
の
あ
る
場
合
に
し
か
許
さ
れ
な
い
た
め

（
刑
訴
五
六
八
条
四（
２２４
）

項
）、
民
事
当
事
者
は
、
有
罪
判
決
に
対
し
て
は
、
損
害
賠
償
請
求
に
直
接
に
関
わ
る
部
分
に
つ
い
て
の
み
、
ま

た
、
解
放
判
決
に
対
し
て
も
、
民
事
責
任
に
関
す
る
効
果
を
目
的
と
し
て
の
み
、
上
訴
を
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
て
い
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る
（
刑
訴
五
七
六
条
）。
い
い
か
え
れ
ば
、
民
事
当
事
者
は
、
直
接
刑
事
上
の
効
果
を
求
め
て
上
訴
を
申
立
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
の

で
あ
る
。
た
だ
し
、
名
誉
毀
損
お
よ
び
侮
辱
罪
の
被
害
者
た
る
民
事
当
事
者
は
、
例
外
的
に
、
有
罪
判
決
に
対
し
て
も
釈
放
判
決
に
対

し
て
も
、
刑
事
上
の
効
果
を
求
め
て
上
訴
を
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
（
刑
訴
五
七
七
条
）。

ま
た
、
民
事
当
事
者
は
、
刑
事
上
の
「
犯
罪
被
害
者
」
と
同
様
に
、
理
由
を
付
し
て
検
察
官
に
上
訴
を
申
立
て
る
よ
う
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
制
度
は
、
民
事
当
事
者
に
上
訴
権
を
認
め
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
検
察
官
の
上
訴
申
立
を
促
す
こ
と
を
認

め
る
も
の
に
過
ぎ
な
い（
２２５
）

が
、
こ
の
場
合
に
、
検
察
官
は
上
訴
を
申
立
て
な
い
と
き
に
は
、
理
由
を
付
し
た
命
令
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
そ
の
命
令
は
民
事
当
事
者
等
、
検
察
官
の
上
訴
申
立
て
を
請
求
し
た
者
に
送
達
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
刑
訴
五
七
二
条
）。

民
事
当
事
者
に
よ
る
上
訴
の
手
続
は
、
検
察
官
に
よ
る
上
訴
の
場
合
に
準
ず
る
。
簡
易
公
判
に
よ
る
判
決
に
対
し
て
も
、
同
手
続
の

選
択
に
同
意
し
て
い
た
場
合
に
は
、同
様
に
上
訴
が
可
能
で
あ
る（
刑
訴
五
七
六
条
）。刑
訴
法
五
七
三
条
は
、民
事
上
の
利
益（in

teressi

civili

）
の
み
に
関
す
る
上
訴
に
つ
い
て
も
、
刑
事
訴
訟
の
通
常
の
方
式
に
よ
っ
て
申
立
て
、
審
理
、
裁
判
が
な
さ
れ
る
が
（
一
項
）、

上
訴
の
対
象
た
る
裁
判
の
刑
事
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
執
行
停
止
効
を
認
め
ら
れ
な
い
旨
定
め
て
い
る
（
二
項
）。

ど
の
当
事
者
に
よ
っ
て
ま
た
い
か
な
る
理
由
に
よ
っ
て
上
訴
が
申
立
て
ら
れ
た
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
上
訴
が
申
立
て
ら
れ
た
旨
の
通

知
は
民
事
当
事
者
に
も
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
刑
訴
五
八
四
条
）、
控
訴
の
場
合
に
は
、
控
訴
審
裁
判
所
へ
の
召
喚
が
（
刑
訴
六

〇
一
条
四
項
）、
上
告
の
場
合
に
は
、
そ
の
弁
護
人
に
破
棄
院
に
お
け
る
審
判
期
日
に
つ
い
て
の
通
知
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
刑
訴
六
一
〇
条
五（
２２６
）

項
）。
控
訴
審
に
お
い
て
も
、
民
事
当
事
者
は
、
原
則
と
し
て
第
一
審
と
同
様
の
参
加
を
認
め
ら
れ
て
い
る
（
刑

訴
五
九
八
条
、
六
〇
二
条
、
六
一
四
条
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
上
告
審
に
お
い
て
は
、
弁
護
人
を
通
じ
て
の
み
そ
の
参
加
が
許
さ
れ
る

（
刑
訴
六
一
四
条
）。
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�

保
全
押
収
（sequ

estro
con

servativo

）
の
請
求
権

刑
訴
法
三
一
六
条
は
、「
犯
罪
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
賠
償
義
務
の
履
行
の
保
証
が
な
い
、
ま
た
は
な
く
な
る
と
認
め
る
に
足
り

る
十
分
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
民
事
当
事
者
は
、
…
…
被
告
人
ま
た
は
民
事
有
責
者
の
所
有
物
の
保
全
押
収
を
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
る
」
と
定
め
る
（
二（
２２７
）

項
）。

保
全
押
収
の
請
求
は
、
当
該
事
件
を
担
当
す
る
裁
判
官
ま
た
は
裁
判
所
に
対
し
て
な
さ
れ
、
請
求
を
受
け
た
裁
判
官
ま
た
は
裁
判
所

は
、
決
定
に
よ
り
裁
判
す
る
（
刑
訴
三
一
七
条
）。
裁
判
官
ま
た
は
裁
判
所
は
、
決
定
を
行
う
際
、
利
害
関
係
者
の
意
見
聴
取
を
行
う

必
要
は
な
い
が
、
利
害
関
係
者
は
、
決
定
に
対
し
て
再
審
査
（riesam

e

）
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
再
審
査
請
求

は
、
執
行
停
止
の
効
果
を
伴
わ
な
い
（
刑
訴
三
一
八
条
）。
保
全
押
収
の
執
行
は
、
民
事
訴
訟
法
に
よ
る
保
全
仮
差
押
え
に
関
す
る
規

定
（
民
訴
六
七
八
条
以
下
）
に
し
た
が
っ
て
行
わ
れ
る
（
刑
訴
三
一
七
条
三
項
）。
保
全
押
収
が
執
行
さ
れ
る
前
に
、
被
告
人
な
い
し

民
事
有
責
者
は
、
保
証
金
（cau

zion
e

）
の
提
供
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
場
合
に
は
裁
判
官
は
保
全
押
収
の
決
定
を
行
わ

な
い
か
、
あ
る
い
は
す
で
に
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
こ
れ
を
取
消
す
こ
と
が
で
き
る
（
刑
訴
三
一
九
条
）。

保
全
押
収
の
請
求
は
、
民
事
当
事
者
を
構
成
し
た
被
害
者
に
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
公
訴
提
起
前
に
は

民
事
当
事
者
の
構
成
自
体
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
―
―
将
来
の
民
事
当
事
者
構
成
に
備
え
て
保
全
押
収
を
し
て
お
く
必
要
性
は

予
備
捜
査
の
過
程
で
も
認
め
ら
れ
う
る
と
し
て
も
―
―
保
全
押
収
の
請
求
は
あ
り
え
ず
、
ま
た
、
刑
事
上
の
「
犯
罪
被
害
者
」
と
し
て

こ
れ
を
請
求
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
て
い
な（
２２８
）

い
。

�

特
別
手
続
に
お
け
る
民
事
当
事
者
の
関
与

現
行
刑
訴
法
は
、
特
別
手
続
―
―
す
な
わ
ち
、
簡
易
公
判
、
当
事
者
の
請
求
に
基
づ
く
刑
の
適
用
、
直
行
公
判
、
直
接
公
判
、
略
式

手
続
―
―
に
お
い
て
被
害
者
・
民
事
当
事
者
に
関
与
を
認
め
る
こ
と
に
は
基
本
的
に
消
極
的
な
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
民
事
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当
事
者
の
関
与
は
必
然
的
に
手
続
の
複
雑
化
お
よ
び
遅
延
を
伴
う
た
め
、
正
式
公
判
の
負
担
軽
減
の
た
め
に
手
続
の
簡
易
化
・
迅
速
化

を
推
し
進
め
る
と
い
う
特
別
手
続
の
制
度
趣
旨
と
相
容
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
特
別
手
続
が
選
択
さ
れ
た

場
合
に
、
民
事
上
の
被
害
者
が
損
害
賠
償
の
請
求
を
行
な
う
に
は
、
純
粋
な
民
事
訴
訟
を
選
択
す
る
ほ
か
に
手
段
が
な
い
か
、
あ
る
い

は
そ
の
ほ
う
が
便
宜
と
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
立
法
者
は
、
特
別
手
続
に
お
い
て
は
、
正
式
公
判
よ
り
も
徹
底
し
た
か
た
ち
で
刑
事
手

続
と
民
事
手
続
の
分
離
を
推
し
進
め
た
と
い
う
こ
と
が
で
き（
２２９
）

る
。

�

簡
易
公
判
に
お
け
る
被
害
者
・
民
事
当
事
者
の
関
与

簡
易
公
判
と
は
、
被
告
人
の
請
求
に
基
づ
き
、
裁
判
官
が
、
予
備
審
理

の
段
階
で
終
結
判
決
を
言
渡
す
制
度
で
あ（
２３０
）

る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
予
備
審
理
は
原
則
と
し
て
捜
査
資
料
に
基
づ
く
審
理
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
こ
と
は
、
簡
易
公
判
に
お
い
て
は
、
正
式
公
判
の
場
合
と
異
な
り
、
判
決
の
基
礎
と
な
る
事
実
認
定
は
、
原
則
と
し
て
、
捜

査
資
料
に
基
づ
い
て
行
な
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

現
行
刑
訴
法
施
行
当
時
は
、
�
被
告
人
の
請
求
の
ほ
か
、
�
検
察
官
の
同
意
、
�
「
書
面
審
理
（allo

stato
degli

atti

）」
に
よ

っ
て
判
決
を
言
渡
す
こ
と
が
で
き
る
旨
の
裁
判
官
の
評
価
が
存
す
る
こ
と
が
、
簡
易
公
判
手
続
の
選
択
の
要
件
と
さ
れ
て
い
た
が
、
一

九
九
九
年
一
二
月
一
六
日
の
法
律
第
四
七
九
号
は
、
同
手
続
の
利
用
を
促
進
す
る
た
め
、
�
お
よ
び
�
の
要
件
を
削
除
し
た
。
そ
の
結

果
、
現
行
の
簡
易
公
判
制
度
に
お
い
て
は
、
そ
の
選
択
は
、
被
告
人
の
意
思
に
全
面
的
に
か
か
ら
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、

被
告
人
に
は
、
新
た
な
証
拠
調
べ
を
行
な
う
こ
と
を
条
件
に
同
手
続
の
請
求
を
行
う
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
（
刑
訴
四
三
八

条
五
項
）、
裁
判
官
に
も
、
書
面
審
理
に
よ
っ
て
裁
判
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
料
す
る
場
合
に
は
、
職
権
に
よ
り
補
充
的
な
証
拠

調
べ
（in

tegrazion
e

probatoria

）
を
行
な
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
対
象
犯
罪
の
制
限
も
な
い
。

簡
易
公
判
の
選
択
に
は
、
刑
の
三
分
の
一
の
減
軽
（
無
期
懲
役
の
場
合
は
、
三
〇
年
の
懲
役
へ
の
減
軽
）
お
よ
び
検
察
官
側
の
上
訴

制
限
―
―
同
手
続
の
結
果
言
渡
さ
れ
た
解
放
判
決
（
無
罪
判
決
お
よ
び
手
続
打
切
判
決
）
に
対
し
て
は
、
被
告
人
か
ら
も
検
察
官
か
ら
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も
他
の
形
式
の
判
決
へ
の
変
更
を
求
め
て
控
訴
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
り
、
有
罪
判
決
に
対
し
て
も
、
検
察
官
は
、
罪
名
変
更
を
求

め
て
し
か
控
訴
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
刑
訴
四
四
三
条
）
―
―
と
い
う
「
特
典
」
も
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
（
刑
訴
四
四
二
条
二
項
）。

簡
易
公
判
に
お
い
て
も
、
通
常
の
予
備
審
理
と
同
様
に
民
事
当
事
者
の
構
成
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
�
民
事
当
事
者
は
、
予

備
審
理
が
簡
易
公
判
に
「
転
換
」
さ
れ
た
後
も
手
続
か
ら
は
排
除
さ
れ
ず
、
ま
た
、
�
被
害
者
は
、
被
告
人
に
よ
る
簡
易
公
判
請
求
の

後
に
新
た
に
民
事
当
事
者
の
構
成
を
行
な
う
こ
と
も
で
き
る
。
た
だ
し
、
簡
易
公
判
に
よ
っ
て
言
渡
さ
れ
る
判
決
の
効
果
は
、
民
事
当

事
者
が
そ
の
選
択
に
「
承
諾
」
を
与
え
る
か
否
か
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
�
の
場
合
に
は
、
予
備
審
理
裁
判
官
が
簡

易
公
判
の
請
求
を
認
め
て
も
、
民
事
当
事
者
は
、
こ
れ
を
承
諾
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
（
刑
訴
四
四
一
条
四
項
、
六
五
一
条
、
六
五
二

条
）。
簡
易
公
判
の
選
択
を
承
諾
し
な
い
場
合
に
は
、
民
事
当
事
者
は
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
民
事
裁
判
所
に
「
移
転
」
す
る
こ
と
に

な
る
。
移
転
さ
れ
た
民
事
手
続
は
、
刑
事
手
続
と
並
行
し
て
進
め
ら
れ（
２３１
）

る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
簡
易
公
判
を
承
諾
し
な
か
っ
た
民
事
当

事
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
結
果
言
渡
さ
れ
た
刑
事
判
決
は
、
有
罪
判
決
で
あ
る
と
無
罪
判
決
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
民
事
裁
判
に
お
い

て
既
判
力
を
も
た
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
民
事
当
事
者
が
簡
易
公
判
を
承
諾
し
た
場
合
に
は
（
な
お
、
�
の
場

合
に
は
、
黙
示
の
承
諾
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
）、
簡
易
公
判
の
結
果
言
渡
さ
れ
た
刑
事
判
決
に
民
事
裁
判
に
対
す
る
既
判
力

が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（
刑
訴
六
五
一
条
二
項
、
六
五
二
条
二
項
）。

簡
易
公
判
に
お
い
て
補
充
的
な
証
拠
調
べ
が
行
な
わ
れ
る
場
合
に
は
、
民
事
当
事
者
も
証
拠
の
取
調
べ
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
、

簡
易
公
判
の
結
果
言
渡
さ
れ
た
有
罪
判
決
に
よ
り
、
被
告
人
な
い
し
民
事
有
責
者
に
対
し
て
民
事
上
の
損
害
賠
償
が
命
じ
ら
れ
る
場
合

に
は
、
こ
の
部
分
に
つ
き
仮
執
行
が
可
能
と
な
る
（
刑
訴
五
三
九
条
二
項
、
五
四
〇
条
二（
２３２
）

項
）。

簡
易
公
判
の
選
択
を
承
諾
す
る
か
し
な
い
か
は
、
主
と
し
て
書
面
審
理
に
よ
り
刑
事
裁
判
が
終
結
す
る
こ
と
を
受
け
入
れ
る
か
否
か

に
か
か
っ
て
く
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
書
面
審
理
で
行
な
わ
れ
る
こ
と
は
、
原
理
的
に
民
事
当
事
者
の
構
成
と
相
容
れ
な
い
と
い
う
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わ
け
で
は
な
い
が
、
口
頭
主
義
・
直
接
主
義
に
し
た
が
っ
た
証
拠
調
べ
に
直
接
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
い
う
意
味
で
は
、

民
事
当
事
者
に
と
っ
て
も
、
対
審
保
障
の
意
味
で
劣
る
こ
と
に
な
る
と
の
指
摘
が
あ（
２３３
）

る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
簡
易
公
判
の
選
択
は
、
検

察
官
が
公
判
移
送
を
請
求
し
、
予
備
審
理
が
開
始
さ
れ
る
場
合
に
の
み
可
能
と
な
る
か
ら
、
捜
査
の
結
果
、
検
察
官
に
よ
っ
て
犯
罪
の

嫌
疑
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
被
害
者
に
と
っ
て
も
、
簡
易
公
判
手
続
に
お
い
て
民
事
当

事
者
を
構
成
し
た
結
果
、
無
罪
判
決
が
言
渡
さ
れ
る
と
い
う
リ
ス
ク
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
は
な
い
と
い
え（
２３４
）

る
。

�

当
事
者
の
請
求
に
基
づ
く
刑
の
適
用
に
お
け
る
民
事
当
事
者
の
関
与
の
欠
如

「
当
事
者
の
請
求
に
基
づ
く
刑
の
適
用
」
と
は
、

裁
判
官
ま
た
は
裁
判
所
が
、
刑
事
手
続
の
「
当
事
者
」、
す
な
わ
ち
、
被
告
人
と
検
察
官
の
合
意
に
基
づ
く
請
求
に
よ
り
、
捜
査
資
料

に
基
づ
い
て
請
求
の
適
法
性
と
理
由
を
審
理
し
た
上
で
、
刑
を
言
渡
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
同
手
続
の
請
求
は
、
第
一
審
公
判
に
お

け
る
証
拠
調
べ
の
宣
言
ま
で
で
あ
れ
ば
い
つ
で
も
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
が
（
し
た
が
っ
て
、
予
備
審
理
お
よ
び
公
判
の
冒
頭
手
続
に

お
い
て
民
事
当
事
者
が
構
成
さ
れ
た
後
に
請
求
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
）、
裁
判
官
ま
た
は
裁
判
所
は
、（
刑
の
三
分
の
一
ま
で
の
減
軽

を
経
た
後
に
）
金
銭
刑
ま
た
は
二
年
以
下
の
拘
禁
刑
し
か
言
渡
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
同
手
続
に
よ
っ
て
言
渡
さ
れ
た
判
決
に

対
し
て
は
控
訴
が
認
め
ら
れ
な
い
（
法
律
審
た
る
破
棄
院
へ
の
上
告
の
み
認
め
ら
れ
る
）。
同
手
続
の
選
択
に
は
、
�
刑
が
三
分
の
一

ま
で
減
軽
さ
れ
う
る
こ
と
、
�
執
行
猶
予
に
付
す
こ
と
を
条
件
と
し
て
請
求
で
き
る
こ
と
、
�
原
則
と
し
て
、
訴
訟
費
用
の
負
担
、
そ

し
て
、
付
加
刑
お
よ
び
保
安
処
分
の
適
用
を
免
除
さ
れ
る
こ
と
、
�
軽
罪
の
場
合
は
五
年
以
内
の
期
間
内
に
、
違
警
罪
の
場
合
は
二
年

以
内
の
期
間
内
に
被
告
人
が
同
一
性
質
の
犯
罪
を
犯
さ
な
け
れ
ば
、
犯
罪
が
消
滅
し
た
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
等
の
「
特
典
」
が
結
び
つ

け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
狙
い
は
、
正
式
公
判
の
負
担
減
に
あ
る
。

当
事
者
の
請
求
に
基
づ
く
刑
の
適
用
手
続
に
お
い
て
は
、
簡
易
公
判
の
場
合
と
異
な
り
、
民
事
当
事
者
の
構
成
自
体
が
認
め
ら
れ
て

い
な
い
。
裁
判
官
ま
た
は
裁
判
所
は
、
同
手
続
の
請
求
を
認
め
る
場
合
に
は
、
請
求
前
の
予
備
審
理
ま
た
は
公
判
に
お
い
て
民
事
当
事
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者
が
構
成
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
同
当
事
者
に
よ
り
な
さ
れ
た
損
害
賠
償
な
い
し
原
状
回
復
の
請
求
に
つ
い
て
裁
判
を
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
（
刑
訴
四
四
四
条
二
項
）。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
手
続
が
選
択
さ
れ
る
場
合
に
、
被
害
者
が
犯
罪
か
ら
生
じ
た
損
害
の
賠
償

な
い
し
原
状
回
復
を
求
め
る
に
は
、
民
事
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
す
る
し
か
な
い
こ
と
に
な（
２３５
）

る
。
こ
の
よ
う
に
、
立
法
者
が
、
当
事
者

の
請
求
に
基
づ
く
刑
の
適
用
に
お
い
て
民
事
当
事
者
の
構
成
を
認
め
な
か
っ
た
の
は
、
同
手
続
を
最
大
限
に
簡
易
化
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
こ
と
自
体
を
同
手
続
の
選
択
に
伴
う
一
つ
の
「
特
典
」
と
し
て
被
告
人
に
提
示
す
る
こ
と
で
、
同
手
続
の
選
択
を
促
進
す
る
た
め

で
あ
っ（
２３６
）

た
。

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
立
法
者
の
方
針
に
対
し
て
は
学
説
か
ら
の
批
判
も
強（
２３７
）

く
、
ま
た
、
判
例
も
、
た
と
え
ば
、
当
事
者
の
同
意

に
よ
る
刑
の
適
用
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
も
、
自
動
的
に
民
事
当
事
者
を
構
成
し
て
い
た
被
害
者
の
参
加
が
排
除
さ
れ
る
わ
け
で
は

な
く
、
同
人
は
、
訴
訟
法
上
の
問
題
や
憲
法
違
反
の
問
題
を
提
示
し
た
り
、
ま
た
、
裁
判
所
の
評
価
対
象
を
構
成
す
る
問
題
に
関
す
る

意
見
を
表
明
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
い（
２３８
）

る
。
他
方
、
憲
法
院
は
、
一
九
九
〇
年
一
〇
月
一
二
日
の
判
決
第
四
四
三
号

に
よ
り
、
刑
訴
法
四
四
四
条
二
項
は
、
裁
判
官
ま
た
は
裁
判
所
が
、
当
事
者
の
同
意
に
基
づ
い
て
刑
を
適
用
す
る
に
際
し
て
、
民
事
当

事
者
の
訴
訟
費
用
を
被
告
人
に
負
担
さ
せ
る
旨
定
め
て
い
な
い
点
に
お
い
て
、「
何
人
も
、
裁
判
に
お
い
て
、
自
己
の
権
利
お
よ
び
正

当
な
利
益
の
保
障
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
る
憲
法
二
四
条
に
反
す
る
と
宣
言
し（
２３９
）

た
。
こ
の
憲
法
院
判
決
を
受
け
て
、
一
九
九

九
年
一
二
月
一
六
日
の
法
律
第
四
七
九
号
に
よ
り
刑
訴
法
四
四
四
条
二
項
が
改
正
さ
れ
た
結
果
、
現
在
で
は
、
裁
判
官
ま
た
は
裁
判
所

は
、
当
事
者
の
請
求
に
基
づ
く
刑
の
適
用
を
認
め
る
場
合
に
は
、
民
事
当
事
者
の
訴
訟
費
用
を
被
告
人
に
負
担
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
実
務
上
も
、
被
告
人
が
損
害
の
賠
償
を
行
な
わ
な
い
か
ぎ
り
、
検
察
官
は
同
手
続
の
選
択
に
つ
い
て

の
同
意
を
与
え
な
い
こ
と
が
多
い
と
さ
れ（
２４０
）

る
。

�

直
接
公
判
お
よ
び
直
行
公
判
に
お
け
る
民
事
当
事
者
の
関
与

直
接
公
判
と
直
行
公
判
は
、
と
も
に
、
予
備
審
理
を
省
略
し
、
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手
続
が
捜
査
か
ら
直
接
に
公
判
手
続
に
移
行
す
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
直
行
公
判
の
場
合
に
は
、
当
事
者
の
召
喚
手
続
等
の
「
公
判
準

備
手
続
」
も
省
略
さ
れ
る
。

直
接
公
判
は
、
�
検
察
官
か
ら
公
判
移
送
請
求
が
な
さ
れ
、
裁
判
官
に
よ
り
予
備
審
理
期
日
が
指
定
さ
れ
た
後
に
、
被
告
人
が
請
求

す
る
か
、
�
証
拠
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
、
被
疑
者
が
取
調
べ
を
受
け
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
犯
罪
情
報
の
登
録
か
ら
九
〇
日
以
内
で

あ
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
、
検
察
官
が
請
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
る
（
刑
訴
四
五
三
条
）。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
相
手
方
当

事
者
の
同
意
は
必
要
と
さ
れ
な
い
。
請
求
が
認
容
さ
れ
る
と
、
手
続
は
、
予
備
審
理
を
省
略
し
て
直
接
に
公
判
手
続
に
移
行
す
る
こ
と

に
な
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
後
、
�
�
い
ず
れ
の
場
合
で
も
、
当
事
者
の
請
求
に
基
づ
く
刑
の
適
用
へ
の
手
続
の
転
換
が
可
能
で
あ
り
、

ま
た
、
と
く
に
�
の
場
合
に
は
、
簡
易
公
判
の
選
択
の
可
能
性
も
残
さ
れ
て
い
る
（
刑
訴
四
五
六
条
二
項
、
四
五
八
条
一
項
）。
こ
れ

に
対
し
て
、
直
行
公
判
は
、
�
被
疑
者
が
現
行
犯
逮
捕
さ
れ
、
予
備
捜
査
裁
判
官
が
こ
れ
を
追
認
し
た
場
合
、
ま
た
は
、
被
疑
者
が
取

調
べ
に
お
い
て
自
白
を
し
た
場
合
に
、
検
察
官
が
請
求
す
る
か
、
�
被
疑
者
の
現
行
犯
逮
捕
後
、
四
八
時
間
以
内
に
検
察
官
が
公
判
裁

判
所
に
直
接
そ
の
追
認
を
求
め
る
場
合
に
選
択
さ
れ
る
（
刑
訴
四
四
九
条
）。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
そ
の
後
、
当
事
者
の
請
求
に
基
づ

く
刑
の
適
用
へ
の
手
続
の
転
換
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
刑
訴
四
五
一
条
五
項
、
四
五
二
条
）。

直
接
公
判
お
よ
び
直
行
公
判
が
選
択
さ
れ
た
場
合
に
は
、
予
備
審
理
が
省
略
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、

そ
の
後
の
公
判
手
続
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
正
式
公
判
の
関
連
規
定
が
準
用
さ
れ
る
た
め
、
民
事
当
事
者
の
構
成
も
、
正
式
公
判
の
場

合
と
同
様
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
（
２４１
）

る
。
そ
の
た
め
、
直
接
公
判
に
お
い
て
は
、
検
察
官
に
よ
る
同
手
続
の
請
求
お
よ
び
裁
判
所
に
よ

る
同
手
続
の
開
始
命
令
が
、
公
判
期
日
の
二
〇
日
前
ま
で
に
「
犯
罪
被
害
者
」
に
も
送
達
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
（
刑

訴
四
五
六
条
二
項
・
四
項
）、
直
行
公
判
に
お
い
て
も
、
刑
事
上
の
「
犯
罪
被
害
者
」
は
、
証
人
と
と
も
に
、
裁
判
所
書
記
官
ま
た
は

司
法
警
察
職
員
に
よ
っ
て
書
面
ま
た
は
口
頭
に
よ
り
召
喚
さ
れ
る
（
刑
訴
四
五
一
条
二
項
）。
ま
た
、
直
接
公
判
か
ら
簡
易
公
判
へ
の
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転
換
が
行
な
わ
れ
る
場
合
に
は
、
審
理
期
日
に
つ
い
て
、
そ
の
五
日
前
ま
で
に
被
害
者
に
も
通
知
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
刑

訴
四
五
八
条
二
項
）。

直
接
公
判
お
よ
び
直
行
公
判
の
手
続
に
お
い
て
は
、
予
備
審
理
な
い
し
公
判
準
備
手
続
が
省
略
さ
れ
る
た
め
に
、
被
害
者
に
は
、
事

実
上
、
民
事
当
事
者
構
成
の
準
備
の
た
め
の
期
間
が
正
式
公
判
の
場
合
ほ
ど
長
く
は
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
と
い
う
意
味
で
は
、

被
害
者
の
参
加
権
の
保
障
は
正
式
公
判
に
劣
る
こ
と
に
な（
２４２
）

る
。

�

略
式
手
続
に
お
け
る
民
事
当
事
者
の
関
与
の
欠
如

略
式
手
続
は
、
完
全
な
書
面
審
理
に
よ
り
行
わ
れ
る
た
め
、
予
備
審
理
の

み
な
ら
ず
、
公
判
審
理
も
省
略
さ
れ
る
。
検
察
官
は
、
拘
禁
刑
の
代
替
と
し
て
で
あ
っ
て
も
金
銭
刑
の
み
を
科
す
べ
き
で
あ
る
と
思
料

す
る
場
合
に
は
、
犯
罪
情
報
登
録
簿
に
被
疑
者
の
名
前
が
記
載
さ
れ
た
日
か
ら
六
月
以
内
に
、
理
由
を
付
し
て
、
予
備
捜
査
裁
判
官
に

対
し
て
略
式
命
令
（decreto

di
con

dan
n

a

）
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
検
察
官
は
、
法
定
刑
の
下
限
を
下
回
ら

な
い
範
囲
で
二
分
の
一
ま
で
減
軽
し
た
刑
の
適
用
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
審
判
は
、
捜
査
資
料
に
基
づ
い
て
行
な
わ
れ
、
そ
の

結
果
、
略
式
命
令
を
発
す
る
場
合
に
は
、
裁
判
官
は
、
検
察
官
に
よ
っ
て
請
求
さ
れ
た
刑
を
言
渡
す
。
被
告
人
お
よ
び
金
銭
刑
支
払
債

務
者
は
、
略
式
命
令
に
対
し
て
、
そ
の
告
知
か
ら
一
五
日
以
内
に
異
議
を
申
立
て
る
と
と
も
に
、
簡
易
公
判
、
当
事
者
の
同
意
に
基
づ

く
刑
の
適
用
ま
た
は
直
接
公
判
の
い
ず
れ
か
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
刑
訴
四
六
一
条
）。

略
式
手
続
に
お
い
て
は
、
被
告
人
ま
た
は
金
銭
刑
支
払
債
務
者
か
ら
略
式
命
令
に
対
す
る
異
議
申
立
が
な
さ
れ
た
結
果
、
直
接
公
判

ま
た
は
簡
易
公
判
が
選
択
さ
れ
た
場
合
を
別
と
す
れ
ば
、「
民
事
当
事
者
」
の
構
成
は
一
切
認
め
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場

合
に
被
害
者
が
当
該
犯
罪
か
ら
生
じ
た
損
害
の
賠
償
な
い
し
原
状
回
復
を
請
求
す
る
た
め
に
は
、
民
事
訴
訟
に
よ
る
し
か
な
い
。
そ
の

た
め
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
略
式
命
令
は
、
民
事
裁
判
ま
た
は
行
政
裁
判
に
お
い
て
、
既
判
力
を
も
た
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
刑
訴

四
六
〇
条
五（
２４３
）

項
）。

イタリア刑事手続における犯罪「被害者」の地位について（三・完）

（阪大法学）５４（１―１０３）１０３〔２００４．５〕



�

治
安
判
事
に
よ
る
刑
事
手
続
に
お
け
る
民
事
当
事
者
の
構
成

治
安
判
事
に
よ
る
刑
事
手
続
に
お
い
て
も
、
民
事
当
事
者
の
構
成
は
認
め
ら
れ
て
い
る
（
治
安
判
事
に
よ
る
刑
事
手
続
の
概
要
に
つ

い
て
は
、
四
�
�
を
参
照
）。
親
告
罪
に
つ
い
て
、
被
害
者
が
被
告
人
を
直
接
召
喚
す
る
際
に
、
損
害
の
賠
償
ま
た
は
原
状
回
復
の
請

求
を
す
る
場
合
に
は
、
被
害
者
は
自
動
的
に
民
事
当
事
者
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
（
刑
事
治
安
判
事
法
二
三
条
）。
そ
の
手
続
、
民

事
当
事
者
の
手
続
上
の
権
利
等
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
刑
事
訴
訟
法
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
た
め
、
治
安
判
事
に
よ
る
刑
事
手

続
に
お
い
て
も
右
に
述
べ
た
こ
と
が
基
本
的
に
は
妥
当
す
る
と
い
っ
て
よ（
２４４
）

い
。

�

少
年
刑
事
手
続
に
お
け
る
民
事
当
事
者
の
参
加
の
欠
如

現
行
少
年
刑
事
手
続
に
お
い
て
は
、
旧
少
年
刑
事
手
続
と
は
異
な
り
、
民
事
当
事
者
の
構
成
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
（
少
年
刑
訴
一

〇
条
一
項
）。

こ
れ
は
、
現
行
少
年
刑
事
手
続
に
お
い
て
妥
当
す
る
も
の
と
さ
れ
る
、
�
被
告
人
に
「
不
必
要
に
消
極
的
な
刺
激
を
与
え
る
こ
と
を

避
け
る
ま
た
は
最
低
限
に
抑（
２４５
）

え
」
つ
つ
、
�
迅
速
に
処
分
決
定
を
行
な
う
、
と
い
う
二
つ
の
再
教
育
上
の
要
請
（esigen

ze

riedu
cative

）
か
ら
導
か
れ
る
立
法
論
上
の
帰
結
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
�
の
要
請
に
関
し
て
は
、
現
行
法
の
立
法
者
は
、
少

年
の
人
格
形
成
、
社
会
の
側
か
ら
の
見
方
そ
し
て
成
人
と
の
関
係
に
消
極
的
な
影
響
を
与
え
る
可
能
性
の
あ
る
緊
張
関
係
を
刑
事
手
続

に
持
ち
込
む
こ
と
を
回
避
す
る
た
め
に
、
少
年
刑
事
手
続
の
主
要
な
目
的
と
は
無
縁
な
利
害
関
係
を
も
つ
私
人
当
事
者
の
介
入
を
認
め

な
か
っ
た
と
説
明
さ
れ（
２４６
）

る
。
他
方
、
�
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
、
可
塑
性
に
富
む
少
年
に
つ
い
て
は
と
く
に
時
間
の
経
過
に
伴
っ
て
刑

罰
そ
の
他
の
処
分
の
効
果
が
減
少
す
る
お
そ
れ
が
大
き
い
た
め
、
迅
速
裁
判
の
要
請
が
よ
り
強
く
は
た
ら
く
が
、
刑
事
手
続
に
民
事
当

事
者
の
構
成
を
認
め
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
要
請
の
妨
げ
に
な
り
か
ね
な
い
と
考
え
ら
れ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
少
年
犯
罪
の
被
害
者
が
損
害
賠
償
な
い
し
原
状
回
復
の
請
求
を
行
う
に
は
、
民
事
訴
訟
に
よ
る
し
か
な
い
こ
と
に
な
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る
（
２４７
）。
そ
の
た
め
、
少
年
に
対
す
る
刑
事
判
決
に
は
、
当
該
犯
罪
に
よ
り
生
じ
た
損
害
の
賠
償
お
よ
び
原
状
回
復
に
関
す
る
民
事
裁
判
に

お
い
て
、
既
判
力
は
認
め
ら
れ
な
い
（
少
年
刑
訴
一
〇
条
二
項
）。
被
害
者
に
は
少
年
刑
事
手
続
に
お
い
て
民
事
当
事
者
を
構
成
し
て

事
実
認
定
の
過
程
に
直
接
に
参
加
す
る
機
会
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
以
上
、
刑
事
裁
判
に
既
判
力
を
認
め
る
こ
と
は
、
憲
法
に
よ
っ
て

保
障
さ
れ
る
被
害
者
の
訴
権
お
よ
び
防
御
権
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
あ（
２４８
）

る
。

（
１９０
）

「
民
事
有
責
者
」
と
は
、
犯
罪
行
為
に
は
関
与
し
て
い
な
い
が
、
当
該
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
に
対
す
る
民
事
上
の
賠
償
責
任
を

負
う
主
体
を
い
う
。
例
え
ば
、
一
定
の
業
務
に
つ
い
て
の
「
使
用
者
お
よ
び
委
託
者
」
は
、
被
用
者
が
業
務
の
執
行
に
つ
き
第
三
者
に
加
え

た
損
害
に
対
し
て
賠
償
責
任
を
負
う
も
の
と
さ
れ
る
が
（
民
法
二
〇
四
九
条
）、
当
該
被
用
者
の
行
為
が
犯
罪
を
構
成
す
る
場
合
に
は
、「
使

用
者
お
よ
び
委
託
者
」
が
「
民
事
有
責
者
」
と
し
て
刑
事
手
続
に
参
加
し
う
る
。
ま
た
、
交
通
事
故
や
飛
行
機
事
故
等
の
業
務
上
過
失
致
死

傷
事
件
な
ど
で
は
、
保
険
会
社
が
「
民
事
有
責
者
」
と
し
て
手
続
に
参
加
す
る
こ
と
も
多
い
。
こ
れ
ら
の
主
体
も
、
被
告
人
、
民
事
当
事
者

ま
た
は
検
察
官
に
よ
り
、「
私
人
当
事
者
」
の
一
人
と
し
て
予
備
審
理
お
よ
び
公
判
に
召
喚
さ
れ
る
（
刑
訴
八
六
条
）。

（
１９１
）

刑
法
一
九
六
条
は
、
他
者
の
管
理
、
指
揮
ま
た
は
監
督
に
服
す
る
者
が
犯
罪
を
犯
し
、
そ
れ
に
対
し
て
科
さ
れ
た
罰
金
ま
た
は
科
料
を

納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
管
理
、
指
揮
ま
た
は
監
督
権
者
が
こ
れ
を
支
払
う
義
務
を
負
う
旨
定
め
て
い
る
。
ま
た
、
同
法
一

九
七
条
は
、
法
人
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
義
務
を
課
し
て
い
る
。「
金
銭
刑
支
払
債
務
者
」
と
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
金
銭
刑
の
支
払

い
義
務
を
負
う
者
を
い
う
。「
金
銭
刑
支
払
債
務
者
」
も
、
他
の
「
私
人
当
事
者
」
と
同
様
に
、
被
告
人
ま
た
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
予

備
審
理
ま
た
は
公
判
に
召
喚
さ
れ
る
（
刑
訴
八
九
条
）。

（
１９２
）

刑
訴
法
は
、
公
判
に
お
け
る
尋
問
の
要
件
や
方
式
、
そ
し
て
供
述
調
書
類
の
使
用
可
能
性
に
つ
い
て
も
、
基
本
的
に
す
べ
て
の
「
私
人

当
事
者
」
に
同
一
の
規
定
を
お
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
後
述
の
よ
う
に
、「
民
事
当
事
者
」
は
、
被
告
人
を
は
じ
め
と
す
る
他

の
「
私
人
当
事
者
」
と
同
様
に
、
証
人
と
し
て
尋
問
さ
れ
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
請
求
ま
た
は
同
意
が
な
い
限
り
は
、
公
判
に
お
い
て
尋
問

を
受
け
る
こ
と
は
な
い
（
刑
訴
二
〇
八
条
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
刑
事
上
の
「
犯
罪
被
害
者
」
に
は
、
い
か
な
る
意
味
で
も
刑
事
手
続
上
の

「
当
事
者
」
性
は
認
め
ら
れ
ず
、「
私
人
当
事
者
」
と
し
て
の
扱
い
を
受
け
な
い
こ
と
は
、
上
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
１９３
）

costitu
zion

e

の
語
に
つ
い
て
は
、「
参
入
」
の
訳
語
を
当
て
る
も
の
も
あ
る
が
（
た
と
え
ば
、
法
務
大
臣
官
房
私
法
法
制
調
査
部
編
『
イ
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タ
リ
ア
刑
事
訴
訟
法
典
』
（
法
曹
会
、
一
九
九
八
年
）
七
頁
等
）、
本
稿
で
は
、
イ
タ
リ
ア
語
の
語
感
を
残
す
と
い
う
観
点
か
ら
、
あ
え
て

「
構
成
」
に
訳
語
を
統
一
す
る
こ
と
に
す
る
。

（
１９４
）

後
述
�
�
�
を
参
照
。

（
１９５
）

も
っ
と
も
、
刑
訴
法
七
九
条
一
項
が
、
民
事
当
事
者
の
構
成
は
、
予
備
審
理
の
「
た
め
に
（per

）」
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
て
い

る
の
は
、
そ
れ
以
前
の
段
階
で
の
構
成
を
許
す
趣
旨
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
（G

A
T

T
I ,

S
ogetti

e
atti

n
el

n
u

ovo

processo
pen

ale,E
dizion

iS
im

on
e,1989,p.96

）。

（
１９６
）

刑
訴
法
五
一
九
条
は
、「
公
訴
事
実
の
変
更
お
よ
び
追
加
（
新
た
な
通
告
（n

u
ove

con
testazion

i

））」
の
手
続
に
お
け
る
「
当
事
者

の
権
利
」
に
つ
い
て
定
め
を
お
い
て
い
る
が
、
そ
の
三
項
に
お
い
て
、
公
訴
事
実
の
変
更
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、「
裁
判
所
は
、
五
日
以

上
の
期
間
を
お
い
て
、
犯
罪
被
害
者
を
召
喚
す
る
」
旨
定
め
て
い
る
。
同
規
定
が
「
民
事
当
事
者
」
で
は
な
く
、
刑
事
上
の
「
犯
罪
被
害
者
」

の
召
喚
を
定
め
て
い
る
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
は
、
公
訴
事
実
の
変
更
が
あ
っ
た
時
点
で
、
新
た
に
民
事
当
事
者
の
構
成
を
認
め
る
こ
と
が
で
き

る
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
破
棄
院
は
こ
れ
を
肯
定
し
、
公
訴
事
実
の
変
更
な
い
し
追
加
が
あ
っ
た
時
点
で
、「
民
事
当
事
者
」
は

請
求
理
由
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
そ
の
時
点
ま
で
に
民
事
当
事
者
を
構
成
し
て
い
な
か
っ
た
「
犯
罪
被
害
者
」
も
、
召
喚
に
応

じ
て
出
頭
し
た
場
合
に
は
、
民
事
当
事
者
構
成
の
準
備
の
た
め
に
―
―
防
御
の
準
備
の
た
め
に
被
告
人
に
認
め
ら
れ
て
い
る
の
と
同
様
に（
刑

訴
五
一
九
条
一
項
）
―
―
公
判
の
停
止
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
（C

ass.,sez.III,27
ottobre

1995,R
on

cati,in
A

rch
.

n
.

proc.
pen

.,
1995,

p.
1101

）。
そ
の
後
、
憲
法
院
も
、
刑
訴
法
七
九
条
お
よ
び
五
一
九
条
の
合
憲
性
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
、
刑
訴

法
七
九
条
の
定
め
る
民
事
当
事
者
構
成
の
時
期
的
制
限
は
、
当
初
の
起
訴
事
実
に
関
し
て
の
み
妥
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
公
訴
事
実
の
変
更

ま
た
は
追
加
が
あ
っ
た
時
点
で
、「
犯
罪
被
害
者
」
は
、
新
た
に
民
事
当
事
者
を
構
成
し
て
刑
事
訴
訟
に
参
入
す
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る

機
会
を
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
判
示
し
て
い
る
（C

.cost.,3
aprile

1996,n
.98,in

C
ass.pen

.,1996,p.2481

）。

（
１９７
）

し
た
が
っ
て
、
一
度
適
法
に
な
さ
れ
た
民
事
当
事
者
構
成
の
効
果
は
判
決
の
確
定
ま
で
持
続
し
、
た
と
え
ば
、
被
害
者
は
、
上
訴
審（
差

戻
審
に
お
い
て
も
）
に
民
事
当
事
者
と
し
て
参
加
す
る
た
め
に
は
、
自
ら
上
訴
を
申
し
立
て
る
必
要
も
（C

ass.,sez.V
I,3

ottobre
1978,

M
accon

i,in
C

ass.pen
.,1978,p.182

）、
改
め
て
参
入
の
た
め
の
手
続
を
踏
む
必
要
も
な
い（S

T
R

IN
A -B

E
R

N
A

S
C

O
N

I ,P
erson

a
offesa,

parte
civile,cit.,p.302

）。

（
１９８
）

刑
訴
法
上
は
、「
請
求
を
根
拠
づ
け
る
理
由
の
記
載
」
と
し
か
定
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
実
務
で
は
、
一
般
に
、「
請
求
の
趣
旨
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（petitu
m

）」
お
よ
び
「
原
因
（cau

sa
peten

di

）」
の
双
方
の
記
載
が
要
求
さ
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
（T

A
O

R
M

IN
A -S

P
A

D
A

R
O

,

L
’in

iziativa
d

elle
partiprivate

n
elproced

im
en

to
pen

ale,cit.,pp.211-213

）。
そ
の
具
体
的
な
記
載
内
容
に
関
す
る
議
論
に
つ
い

て
は
、S

Q
U

A
R

C
IA ,L

’azion
e

d
id

an
n

o
n

elprocesso
pen

ale,cit.,pp.214
ss.

を
参
照
。

（
１９９
）

排
除
決
定
に
は
要
約
的
に
理
由
が
付
さ
れ
て
い
れ
ば
足
り
、
こ
れ
に
対
す
る
不
服
申
立
も
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
排
除
の
時
期
的
制
限

も
含
め
て
、
こ
れ
ら
の
制
約
の
趣
旨
は
、
当
事
者
適
格
を
備
え
て
い
な
い
者
に
よ
る
請
求
ま
た
は
不
適
法
な
請
求
に
よ
っ
て
、
証
拠
調
べ
が

混
乱
さ
せ
ら
れ
る
の
を
最
小
限
に
抑
え
る
こ
と
に
あ
る
（G

A
T

T
I ,S

ogetti
e

atti
n

el
n

u
ovo

processo
pen

ale,cit.,p.99

）。
他
方
、
排

除
請
求
を
却
下
す
る
決
定
に
つ
い
て
は
、
請
求
を
行
っ
た
当
事
者
は
、
本
案
判
決
に
対
す
る
上
訴
と
と
も
に
、
不
服
を
申
立
て
る
こ
と
が
で

き
る
（C

ass.,sez.U
,19

m
aggio

1999,in
C

ass.pen
.,P

edicon
i,2000,p.1143

）。

（
２００
）

判
例
は
、
予
備
審
理
に
お
け
る
排
除
請
求
に
は
、
時
期
的
な
制
限
は
な
い
と
し
て
い
る（C

ass.,sez.U
.,19

m
aggio

1999,P
edicon

i,

cit.

）。

（
２０１
）

民
事
当
事
者
排
除
の
理
由
と
な
り
う
る
事
情
に
つ
い
て
刑
訴
法
は
明
文
の
規
定
を
お
い
て
い
な
い
が
、
一
般
に
、
当
事
者
適
格
の
欠
如
、

利
害
関
係
の
欠
如
、
管
轄
違
い
、
民
事
当
事
者
構
成
手
続
の
違
法
、
時
機
に
遅
れ
た
民
事
当
事
者
構
成
申
立
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る（S

T
R

IN
A -

B
E

R
N

A
S

C
O

N
I ,L

a
parte

civile,person
a

offesa
,cit.,p.392

）。

（
２０２
）

旧
刑
訴
法
に
お
い
て
は
、
弁
護
人
の
選
任
は
必
要
と
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た（S

T
R

IN
A -B

E
R

N
A

S
C

O
N

I ,P
erson

a
offesa,parte

civile,

cit.,pp.294-295

）。

（
２０３
）

前
掲
註
（
１１２
）
参
照
。

（
２０４
）

こ
の
点
に
関
連
す
る
判
例
と
し
て
、C

ass.,sez.V
I,15

febbraio
1995,C

orradin
,in

C
.E

.D
.C

ass.,n
.201672

も
参
照
。

（
２０５
）

「
立
証
権
」
の
概
念
は
、
旧
刑
訴
法
の
下
でV

A
S

S
A

L
L

I ,Ild
iritto

alla
prova

n
elprocesso

pen
ale,in

R
iv.it.d

ir.proc.pen
.,

1968,pp.3
ss.

に
よ
り
提
言
さ
れ
て
以
来
、
多
く
の
学
説
に
よ
り
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

（
２０６
）

以
下
、「
民
事
当
事
者
」
の
刑
事
手
続
上
の
諸
権
利
に
関
し
て
は
、
主
と
し
て
、D

I C
H

IA
R

A ,P
arte

civile,in
D

ig.d
isc.pen

.,vol.

IV
,

1995,
pp.

246
ss.;

S
T

R
IN

A -B
E

R
N

A
S

C
O

N
I ,

P
erson

a
offesa,

parte
civile,

cit.,
pp.

281
ss.;

S
Q

U
A

R
C

IA ,
L

’azion
e

d
i

d
an

n
o

n
el

processo
pen

ale,
cit.,

pp.
205

ss.;
T

A
O

R
M

IN
A -S

P
A

D
A

R
O

,
L

’in
iziativa

d
elle

parti
private

n
el

proced
im

en
to

pen
ale,cit.,pp.201

ss.;
B

A
L

D
E

L
L

I -B
O

U
C

H
A

R
D

,L
e

vittim
e

d
elreato

n
elprocesso

pen
ale,cit.,pp.103

ss.

を
参
照
し
た
。
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（
２０７
）

C
fr.S

T
R

IN
A -B

E
R

N
A

S
C

O
N

I ,P
erson

a
offesa,parte

civile,cit.,pp.350-353.

（
２０８
）

こ
れ
は
、
当
事
者
が
一
方
的
に
収
集
・
保
全
し
た
資
料
で
あ
る
が
ゆ
え
に
原
則
と
し
て
公
判
使
用
可
能
性
が
認
め
ら
れ
な
い
証
拠
に
、

他
方
当
事
者
の
同
意
に
基
づ
い
て
例
外
的
に
公
判
使
用
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
場
合
の
当
事
者
の
同
意
は
、「
対
審
権

の
放
棄
」
を
意
味
す
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
（T

O
N

IN
I ,

M
an

u
ale,

cit.,
p.

453

）。
わ
が
国
の
刑
訴
法
三
二
六
条
の
「
証
拠
と
す
る
こ

と
の
同
意
」
と
基
本
的
性
格
を
同
じ
く
す
る
制
度
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
利
用
状
況
に
つ
き
、
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
『
陪

審
・
参
審
制
度

イ
タ
リ
ア
編
』（
二
〇
〇
四
年
）
一
三
六
頁
以
下
参
照
。

（
２０９
）

C
fr.S

T
R

IN
A -B

E
R

N
A

S
C

O
N

I ,P
erson

a
offesa,parte

civile,cit.,p.386.

（
２１０
）

し
た
が
っ
て
、
こ
の
段
階
以
降
に
民
事
当
事
者
を
構
成
し
た
被
害
者
は
、
証
人
尋
問
等
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
（
刑
訴

七
九
条
二
項
）。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
刑
事
上
の
「
犯
罪
被
害
者
」
と
し
て
の
身
分
を
兼
ね
な
い
民
事
当
事
者
に
は
、
そ
も
そ
も
公
判
期
日

に
つ
い
て
の
通
知
が
な
さ
れ
な
い
以
上
、
こ
の
よ
う
な
時
期
的
制
限
は
不
当
で
あ
る
と
の
批
判
も
あ
る
（M

E
N

C
A

R
E

L
L

I ,P
arte

civile,cit.,

p.7

）。

（
２１１
）

「
予
備
的
問
題
」
と
し
て
争
わ
れ
う
る
の
は
、
土
地
管
轄
ま
た
は
関
連
事
件
管
轄
、
一
定
の
訴
訟
行
為
の
無
効
、
被
告
人
以
外
の
当
事

者
の
構
成
、
犯
罪
に
よ
り
侵
害
さ
れ
た
利
益
を
代
表
す
る
社
団
・
協
会
の
参
加
、
公
判
用
資
料
綴
の
作
成
、
審
判
の
併
合
・
分
離
等
に
関
す

る
手
続
法
上
の
問
題
で
あ
る
。「
予
備
的
問
題
」
の
提
示
は
、「
当
事
者
の
構
成
に
関
す
る
最
初
の
確
認
の
直
後
に
」
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
刑
訴
四
九
一
条
一
項
）。

（
２１２
）

S
T

R
IN

A -B
E

R
N

A
S

C
O

N
I ,

P
erson

a
offesa,

parte
civile,

cit.,
p.

386.

「
検
察
官
資
料
綴
」
中
の
証
拠
な
い
し
「
防
御
調
査
」
の
結

果
得
ら
れ
た
証
拠
に
公
判
使
用
可
能
性
を
認
め
る
た
め
の
当
事
者
の
「
同
意
」
の
制
度
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
（
２０８
）
を
参
照
。

（
２１３
）

私
人
当
事
者
の
技
術
的
補
助
者
は
、
鑑
定
人
へ
の
鑑
定
委
託
に
際
し
て
、
裁
判
官
に
、
請
求
、
異
議
お
よ
び
留
保
を
申
立
て
る
こ
と
が

で
き
る
。
ま
た
、
鑑
定
に
立
ち
会
っ
た
技
術
的
補
助
者
は
、
鑑
定
人
に
特
定
の
鑑
定
作
業
を
提
案
し
、
意
義
お
よ
び
留
保
を
提
示
す
る
こ
と

が
で
き
、
そ
の
内
容
は
鑑
定
書
に
記
載
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
鑑
定
作
業
終
了
後
に
任
命
さ
れ
た
技
術
的
補
助
者
は
、
鑑
定
書
を
検
討

し
、
裁
判
官
に
、
鑑
定
の
対
象
と
な
っ
た
人
、
物
お
よ
び
場
所
の
調
査
の
許
可
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
刑
訴
二
三
〇
条
）。
ま
た
、
貧

困
者
に
対
し
て
は
、
国
費
に
よ
る
技
術
的
補
助
者
の
制
度
も
用
意
さ
れ
て
い
る
（
刑
訴
二
二
五
条
二
項
）。

（
２１４
）

C
fr.T

ribu
n

ale
C

rem
a,21

aprile
1993,L

ean
i,in

C
ass.pen

.,1994,p.176.

論 説
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（
２１５
）

裁
判
所
は
、
民
事
当
事
者
が
自
己
負
罪
的
な
証
言
を
拒
否
し
た
場
合
、
そ
の
態
度
か
ら
本
人
に
不
利
な
心
証
を
と
る
こ
と
も
で
き
る
も

の
と
さ
れ
て
い
る
（
刑
訴
二
〇
九
条
二
項
参
照
）。

（
２１６
）

公
判
廷
外
供
述
の
「
公
判
使
用
可
能
性
」
に
つ
い
て
も
、「
証
人
」
の
場
合
と
「
私
人
当
事
者
」
の
場
合
と
で
は
そ
の
要
件
が
異
な
っ
て

い
る
（
刑
訴
五
〇
〇
条
、
五
〇
三
条
）。

（
２１７
）

旧
法
で
は
、
民
事
当
事
者
の
弁
論
、
検
察
官
の
論
告
、
被
告
人
の
弁
論
の
順
で
最
終
弁
論
手
続
が
進
行
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
（
旧

刑
訴
法
四
六
八
条
）。

（
２１８
）

弁
論
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
賠
償
請
求
総
額
の
記
載
の
み
が
欠
け
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
、
破
棄
院
は
、
当
初
、
こ
の
場
合
に
も
当

然
に
民
事
当
事
者
構
成
の
取
消
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
た
が
（C

ass.,sez.I,22
gen

n
aio

1992,Iem
m

a,

in
G

iu
r.it.,1993,II,c.495

;
C

ass.,sez.I,28
giu

gn
o

1996,T
arsi,in

C
ass.pen

.,1998,p.1432

）、
最
近
で
は
、
こ
の
場
合
で

も
概
括
的
な
損
害
賠
償
の
言
渡
し
を
す
る
こ
と
を
認
め
る
傾
向
に
あ
る
（C

ass.,
sez.

II,
20

m
arzo

1997,
C

aren
a,

in
C

ass.
pen

.,

1998,p.2627
;

C
ass.,sez.I,12

n
ovem

bre
1997,Isirello,in

C
ass.pen

.,1998,p.3314

）。

（
２１９
）

T
A

O
R

M
IN

A -S
P

A
D

A
R

O
,L

’in
iziativa

d
elle

partiprivate
n

elproced
im

en
to

pen
ale,cit.,p.235.

（
２２０
）

C
ass.,sez.V

,22
febbraio

1999,B
avetta,in

C
ass.pen

.,2000,p.2020.

同
破
棄
院
判
例
に
よ
れ
ば
、
民
事
当
事
者
に
、
判

決
の
う
ち
、
民
事
訴
権
に
直
接
関
係
す
る
部
分
だ
け
で
な
く
、「
民
事
責
任
に
関
す
る
部
分
」
に
か
ぎ
っ
て
で
は
あ
れ
、
被
告
人
の
刑
事
責

任
を
認
め
る
よ
う
求
め
て
、
解
放
判
決
（
無
罪
判
決
お
よ
び
手
続
打
切
判
決
）
に
対
し
て
上
訴
を
申
立
て
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
理
由

は
（
刑
訴
五
七
六
条
）、
有
罪
判
決
の
言
渡
し
が
、
裁
判
所
が
損
害
賠
償
を
認
め
る
た
め
の
前
提
と
な
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。

（
２２１
）

一
般
に
、こ
の
民
事
当
事
者
の
請
求
は
、黙
示
的
な
も
の
で
足
り
る
と
さ
れ
て
い
る（T

A
O

R
M

IN
A -S

P
A

D
A

R
O

,L
’in

iziativa
d

elle
parti

private
n

elproced
im

en
to

pen
ale,cit.,p.237

）。

（
２２２
）

刑
事
裁
判
所
に
よ
る
概
括
的
な
賠
償
額
の
言
渡
し
制
度
に
つ
い
て
、
詳
細
に
歴
史
的
・
比
較
法
的
な
検
討
を
行
う
も
の
と
し
て
、

P
A

L
M

IE
R

I ,L
e

“san
zion

icivili”
d

elreato
n

elprocesso
pen

ale,G
iu

ffrè,2002

が
あ
る
。

（
２２３
）

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
一
九
七
〇
年
一
月
二
二
日
の
憲
法
院
判
決
第
一
号
（
前
掲
註
（
４９
））
も
参
照
。

（
２２４
）

C
fr.S

T
R

IN
A -B

E
R

N
A

S
C

O
N

I ,P
erson

a
offesa,parte

civile,cit.,p.424.

（
２２５
）

検
察
官
に
上
訴
の
申
立
を
促
す
請
求
は
「
犯
罪
被
害
者
」
に
も
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
「
犯
罪
被
害
者
」
に
は
―
―
民
事
当
事
者

イタリア刑事手続における犯罪「被害者」の地位について（三・完）
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を
構
成
す
る
場
合
、
ま
た
は
名
誉
毀
損
も
し
く
は
侮
辱
の
被
害
者
で
あ
る
場
合
（
刑
訴
法
五
七
七
条
）
を
除
い
て
―
―
上
訴
権
は
認
め
ら
れ

な
い
こ
と
を
確
認
す
る
判
例
と
し
て
、C

ass.,sez.V
,3

m
arzo

1992,V
itale

e
altri,in

C
.E

.D
.C

ass.,n
.189963

を
参
照
。

（
２２６
）

こ
れ
は
、
民
事
当
事
者
の
構
成
は
一
度
適
法
に
な
さ
れ
れ
ば
そ
の
効
果
が
手
続
の
す
べ
て
の
審
級
お
よ
び
段
階
に
及
ぶ
と
さ
れ
る
（
刑

訴
七
六
条
二
項
）
こ
と
の
論
理
的
帰
結
で
も
あ
る
と
さ
れ
る
（S

T
R

IN
A -B

E
R

N
A

S
C

O
N

I ,P
erson

a
offesa,parte

civile,cit.,p.441

）。

（
２２７
）

上
述
の
よ
う
に
（
前
掲
註
（
１８６
））、
イ
タ
リ
ア
刑
訴
法
は
、「
保
全
押
収
」、「
予
防
押
収
」、「
証
拠
押
収
」
と
い
う
三
種
類
の
「
押
収
」

を
予
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
、「
民
事
当
事
者
」
に
請
求
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
「
保
全
押
収
」
の
み
で
あ
る
。
な
お
、「
保
全
押

収
」
は
、
検
察
官
に
よ
っ
て
も
請
求
さ
れ
う
る
が
、
そ
の
目
的
は
、「
金
銭
刑
、
訴
訟
費
用
お
よ
び
国
庫
に
帰
す
べ
き
他
の
金
銭
の
支
払
い
」

の
保
証
に
か
ぎ
ら
れ
る
（
一
項
）。
こ
の
場
合
に
も
、
そ
の
効
果
は
民
事
当
事
者
に
及
び
う
る
が
（
三
項
）、
判
例
は
、
検
察
官
が
、
民
事
当

事
者
の
構
成
が
未
だ
行
わ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
損
害
賠
償
義
務
履
行
の
確
保
を
目
的
と
し
て
保
全
押
収
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
し
て
い
る
（C

ass.,sez.V
I,2

febbraio
1996,D

in
i,in

C
.E

.D
.C

ass.,n
.204783)

。

（
２２８
）

C
ass.,sez.III,7

n
ovem

bre
1990,L

o
B

ian
co,in

C
ass.pen

.,1991,II,756.

（
２２９
）

D
I C

H
IA

R
A ,P

arte
civile,cit.,p.248.

（
２３０
）

し
た
が
っ
て
、
簡
易
公
判
手
続
が
選
択
さ
れ
る
場
合
に
は
、
予
備
審
理
は
被
告
人
の
刑
事
責
任
に
つ
い
て
の
終
局
裁
判
を
行
な
う
手
続

に
転
換
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
２３１
）

刑
訴
法
四
四
一
条
三
項
は
、
こ
の
場
合
に
同
法
七
五
条
三
項
の
適
用
を
排
除
し
て
い
る
（
前
掲
註
（
７０
）
参
照
）。

（
２３２
）

こ
の
点
、
地
裁
レ
ベ
ル
の
判
例
に
は
、
簡
易
公
判
に
お
い
て
は
、「
捜
査
資
料
に
基
づ
く
裁
判
に
お
い
て
は
、
通
常
、
損
害
の
賠
償
に
関

し
て
…
…
適
当
な
評
価
を
行
な
う
可
能
性
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
」
こ
と
を
理
由
に
、
民
事
当
事
者
は
、
概
括
的
な
損
害
賠
償
の
言
渡
し
を

求
め
た
り
、
賠
償
額
に
関
す
る
意
見
を
述
べ
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
も
の
も
あ
る
が
（T

rib.
L

ecce,
25

ottobre
1989,

S
portella,

in
F

oro
It.,

1990,
II,

c.
43

）、
こ
れ
に
対
し
て
は
批
判
も
強
く
、
ま
た
、
か
な
ら
ず
し
も
判
例
の
一
般
的
な
傾
向
を
代
表
す

る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（Q

U
A

G
L

IE
R

IN
I ,

P
roced

im
en

ti
speciali

e
tu

tela
d

el
d

an
n

eggiato
d

al
reato,

in
C

ass.
pen

.,

1991,p.2122

）。

（
２３３
）

Q
U

A
G

L
IE

R
IN

I ,P
roced

im
en

tispecialie
tu

tela
d

eld
an

n
eggiato

d
alreato,cit.,p.2121

;
D

I C
H

IA
R

A ,P
arte

civile,cit.,

p.248.
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（
２３４
）

Q
U

A
G

L
IE

R
IN

I ,P
roced

im
en

tispecialie
tu

tela
d

eld
an

n
eggiato

d
alreato,cit.,p.2122.

（
２３５
）

こ
の
場
合
に
は
民
事
手
続
は
刑
事
手
続
と
並
行
し
て
進
行
し
（
刑
訴
法
四
四
四
条
二
項
は
、
こ
の
場
合
に
同
法
七
五
条
三
項
の
適
用
を

排
除
し
て
い
る
）、
ま
た
、
当
事
者
の
請
求
に
基
づ
く
刑
の
適
用
の
結
果
言
渡
さ
れ
た
判
決
は
、
民
事
裁
判
お
よ
び
行
政
裁
判
に
対
し
て
は

い
か
な
る
効
力
も
も
た
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
刑
訴
四
四
五
条
一
項
）。
前
掲
註
（
７０
）
を
参
照
。

（
２３６
）

現
行
刑
訴
法
の
準
備
法
案
の
理
由
書
は
、
当
事
者
の
請
求
に
基
づ
く
刑
の
適
用
か
ら
民
事
当
事
者
を
排
除
す
る
理
由
と
し
て
、
同
手
続

に
お
い
て
は
「
刑
事
責
任
の
積
極
的
な
認
定
は
不
要
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
」、
そ
し
て
、「
さ
も
な
け
れ
ば
、
同
手
続
の
請
求
と
と
も
に
、
通

常
、
民
事
上
の
争
訟
に
お
け
る
敗
北
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
以
上
、
被
告
人
が
同
手
続
を
選
ぶ
の
を
躊
躇
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
と
な

っ
て
し
ま
う
こ
と
」
の
二
点
を
挙
げ
て
い
る
（R

elazion
e

alprogetto
prelim

in
are

d
el

1988,pp.107-108).

（
２３７
）

Q
U

A
G

L
IE

R
IN

I ,
P

roced
im

en
ti

speciali
e

tu
tela

d
el

d
an

n
eggiato

d
al

reato,
cit.,

2121
;

D
A

S
S

A
N

O
,

P
atteggiam

en
to

equ
ilibrato

se
ascolta

an
ch

e
la

vittim
a

,in
IlS

ole
24

O
re,8-1-1993,p.18

;
T

O
N

IN
I ,M

an
u

ale,cit.,p.596.

（
２３８
）

T
rib.R

om
a,ord.14

n
ovem

bre
1989,in

C
ass.pen

.,1989,II,p.56
;

A
ss.V

eron
a,

9
febbraio

1990,
in

C
ass.

pen
.,

1990,II,p.173
;

C
ass.26

ottobre
1990,in

A
rch

.n
.proc.pen

.,1990,p.565.

（
２３９
）

C
.C

ost.12
ottobre

1990,n
.443,in

G
iu

r.cost.,1990,p.2633.

同
判
決
は
、「
犯
罪
に
よ
っ
て
損
害
を
被
っ
た
主
体
に
よ
り
刑

事
訴
訟
の
な
か
で
民
事
訴
権
が
行
使
で
き
な
い
こ
と
は
、（
簡
易
公
判
手
続
を
承
認
し
な
い
場
合
と
異
な
り
）
利
害
関
係
者
自
身
の
決
定
ま

た
は
責
任
に
で
は
な
く
、
裁
判
官
・
裁
判
所
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
刑
事
訴
訟
上
の
当
事
者
の
間
の
選
択
に
し
か
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
…
…
民
事
当
事
者
に
費
用
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
を
許
し
て
い
る
」
と
い
う
意
味
で
、「
正
当
性
を
欠
い
て
い
る
」

と
判
示
し
て
い
る
。

（
２４０
）

T
O

N
IN

I ,M
an

u
ale,cit.,p.596.

（
２４１
）

Q
U

A
G

L
IE

R
IN

I ,P
roced

im
en

tispeciali
e

tu
tela

d
el

d
an

n
eggiato

d
al

reato,cit.,p.2114.

な
お
、
直
行
公
判
に
お
い
て
は
、

通
常
の
公
判
手
続
の
場
合
と
異
な
り
、
第
一
回
公
判
期
日
前
に
証
人
等
の
取
調
べ
請
求
が
行
な
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
民
事
当
事
者

は
、
検
察
官
お
よ
び
被
告
人
と
と
も
に
、
証
拠
調
べ
の
際
に
直
接
、
証
人
の
取
調
べ
を
請
求
す
る
こ
と
に
な
る
（
刑
訴
四
五
一
条
三
項
）。

（
２４２
）

D
I C

H
IA

R
A ,P

arte
civile,cit.,p.248.

（
２４３
）

旧
法
下
に
お
い
て
は
、
略
式
命
令
は
、「
事
実
の
存
在
、
そ
の
違
法
性
お
よ
び
被
告
人
の
責
任
に
関
し
て
は
」、
当
該
犯
罪
行
為
に
よ
り

イタリア刑事手続における犯罪「被害者」の地位について（三・完）
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生
じ
た
損
害
に
関
す
る
民
事
ま
た
は
行
政
裁
判
に
お
い
て
既
判
力
を
も
つ
も
の
と
さ
れ
て
い
た
（
旧
刑
訴
二
七
条
）。

（
２４４
）

S
T

R
IN

A -B
E

R
N

A
S

C
O

N
I ,P

arte
civile,person

a
offesa

,cit.,pp.395-401.

（
２４５
）

R
elazion

e
d

eltesto
d

efin
itivo

d
eld

.p.r.448/
1988

,p.217.
（
２４６
）

L
A

R
IZ

Z
A ,C

orte
costitu

zion
ale

e
sistem

a
d

igiu
stizia

m
in

orile,in
S

tu
d

iin
ricord

o
d

iG
ian

d
om

en
ico

P
isapia

,vol.I,

G
iu

ffrè,2000,p.105.

（
２４７
）

少
年
刑
事
手
続
に
お
い
て
も
、「
刑
事
上
の
被
害
者
」
に
は
、
一
定
の
範
囲
で
刑
事
手
続
に
参
加
す
る
権
利
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、

前
述
の
と
お
り
で
あ
る
（
四
�
参
照
）。
も
っ
と
も
、「
刑
事
上
の
被
害
者
」
に
こ
の
よ
う
な
権
利
を
認
め
る
こ
と
は
、
検
察
官
を
「
補
助
」

す
る
役
割
を
被
害
者
に
与
え
る
こ
と
を
意
味
し
、
少
年
刑
事
手
続
の
理
念
と
の
関
係
で
問
題
が
あ
る
と
の
指
摘
も
あ
る
（L

A
M

B
E

R
T

U
C

C
I ,

C
om

m
en

to
all’art.10

d
eld

.p.r.448/
1988

,in
G

IO
S

T
R

A
(a

cu
ra

di),Ilprocesso
pen

ale
m

in
orile,G

iu
ffrè,2001,p.100

）。

（
２４８
）

L
A

M
B

E
R

T
U

C
C

I ,C
om

m
en

to
all’art.10

d
eld

.p.r.448/
1988

,cit.,p.104.

な
お
、
こ
の
よ
う
な
発
想
は
、
す
で
に
旧
刑
訴
法
の

も
と
で
の
憲
法
院
判
例
に
よ
っ
て
採
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
（
４９
）
を
参
照
。

六

お

わ

り

に

�

以
上
、
イ
タ
リ
ア
の
現
行
刑
事
手
続
に
お
い
て
、
犯
罪
の
「
被
害
者
」
に
ど
の
よ
う
な
関
与
な
い
し
参
加
が
認
め
ら
れ
て
い
る

か
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
そ
の
態
様
に
は
、
大
き
く
、
�
刑
事
上
の
「
犯
罪
被
害
者
」
と
し
て
の
手
続
関
与
・
参
加
、
�
「
民
事
当
事

者
」
と
し
て
の
訴
訟
参
加
の
二
つ
が
あ
り
、
法
文
上
も
理
論
上
も
―
―
前
者
は
「
刑
事
上
の
関
心
」
に
、
後
者
は
「
民
事
上
の
関
心
」

に
基
づ
く
も
の
と
し
て
―
―
こ
の
二
つ
の
参
加
形
態
は
峻
別
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
実
の
運
用
に
お
い
て
こ
の
区
別
を
貫
徹
す
る

こ
と
に
は
困
難
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
方
で
、
い
わ
ゆ
る
「
一
リ
ラ
事
件
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
�
の
制
度
が
も
っ
ぱ
ら
刑
事
上
の

関
心
か
ら
利
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
他
方
で
は
、
�
の
制
度
が
、
公
訴
提
起
以
後
に
し
か
許
さ
れ
な
い
被
害
者
の
「
民
事
当
事
者
」
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と
し
て
の
訴
訟
参
加
を
予
備
捜
査
の
過
程
に
お
い
て
「
前
倒
し
」
的
に
保
障
す
る
機
能
を
担
っ
て
い
る
こ
と
も
否
定
で
き
ず
、
そ
の
意

味
で
は
、
両
制
度
の
間
に
は
一
定
の
「
連
続
性
」
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
制
度
は
実
際
に
ど
の
程
度
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
、
刑
事
上
の

「
犯
罪
被
害
者
」
と
し
て
の
手
続
関
与
の
実
態
を
知
る
た
め
の
手
が
か
り
と
な
る
統
計
は
存
在
し
な
い
。「
民
事
当
事
者
の
構
成
」
制

度
の
利
用
頻
度
に
関
し
て
も
、
や
は
り
全
国
規
模
の
統
計
は
存
在
し
な
い
が
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
重
罪
控
訴
院
に
お
い
て
ラ
ン
ツ
ァ
判
事

が
独
自
に
行
な
っ
た
調
査
に
よ
れ（
２４９
）

ば
、
一
九
八
〇
年
一
月
一
日
か
ら
一
九
九
四
年
四
月
三
〇
日
ま
で
の
間
に
同
重
罪
控
訴
院
に
係
属
し

た
四
〇
八
件
の
訴
訟
の
う
ち
、
民
事
当
事
者
の
構
成
が
あ
っ
た
の
は
一
六
一
件
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
全
事
件
の
三
九
・
四
パ
ー
セ
ン

ト
を
占
め
る
が
、
同
判
事
は
、
重
罪
控
訴
院
の
事
物
管
轄
が
一
定
の
重
罪
犯
罪
（
と
り
わ
け
殺
人
事
件
等
の
「
血
の
犯（
２５０
）

罪
」）
に
し
か

及
ば
な
い
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
全
体
と
し
て
、
被
害
者
が
「
民
事
当
事
者
」
を
構
成
す
る
割
合
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
と
評
価
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。

ラ
ン
ツ
ァ
判
事
は
、
こ
の
よ
う
に
民
事
当
事
者
構
成
の
制
度
が
そ
れ
ほ
ど
利
用
さ
れ
て
い
な
い
理
由
と
し
て
、
�
比
較
的
軽
微
な
犯

罪
、
と
り
わ
け
、
人
格
の
尊
厳
に
関
わ
ら
な
い
よ
う
な
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
民
事
当
事
者
を
構
成
す
る
た
め
の
金
銭
的
・
時
間
的
・
労

力
的
な
コ
ス
ト
が
高
す
ぎ
て
割
に
合
わ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
一
方
で
、
�
重
大
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
被
告
人
に
対
す
る
恐
れ
や
、
事
件

を
思
い
出
し
た
く
な
い
と
い
う
心
理
的
な
抑
制
が
は
た
ら
く
と
い
う
二
つ
の
事
情
を
挙
げ
て
い（
２５１
）

る
。

�

イ
タ
リ
ア
刑
事
手
続
に
お
け
る
「
犯
罪
被
害
者
」
の
地
位
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
以
上
の
よ
う
な
基
本
枠
組
を
前
提
と
し

な
が
ら
も
、
最
近
で
は
、「
修
復
的
司
法
（giu

stizia
riparativa

）」
的
な
発
想
に
基
づ
く
新
た
な
動
き
も
み
ら
れ
る
こ
と
に
も
注
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
意
味
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、「
治
安
判
事
に
よ
る
刑
事
手
続
」
に
お
け
る
「
可
能
な
限
り
、
当
事
者
間
の
和
解
（con

ciliazi-

イタリア刑事手続における犯罪「被害者」の地位について（三・完）
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on
e

）
を
優
先
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
原
則
の
導
入
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
治
安
判
事
が
管
轄
す
る
軽
微
な
犯
罪
に
関
し
て
は
、

犯
人
の
「
処
罰
」
に
、
加
害
者
と
被
害
者
の
間
の
「
和
解
」
を
優
先
さ
せ
る
趣
旨
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
、
刑
事
司
法
全
体

の
あ
り
方
に
基
本
的
な
変
革
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
刑
事
司
法
は
、
社
会
全
体
に
影
響
を
及

ぼ
す
よ
う
な
重
大
犯
罪
を
扱
う
場
合
と
、
主
と
し
て
個
人
の
法
益
侵
害
を
問
題
と
す
れ
ば
足
り
る
軽
微
な
犯
罪
を
扱
う
場
合
と
で
基
本

的
に
異
な
る
構
成
が
と
ら
れ
、
後
者
に
お
い
て
は
、
と
く
に
、「
修
復
的
司
法
」
的
な
発
想
で
事
件
処
理
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ（
２５２
）

る
。

同
様
の
観
点
か
ら
、
イ
タ
リ
ア
少
年
刑
事
手
続
に
お
け
る
犯
罪
被
害
者
の
関
与
・
参
加
の
形
態
も
注
目
さ
れ
る
。
イ
タ
リ
ア
の
少
年

刑
事
手
続
は
、
わ
が
国
と
異
な
り
、
最
初
か
ら
刑
事
手
続
の
特
別
手
続
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
「
再
教

育
」
の
要
請
が
強
く
は
た
ら
く
も
の
と
さ
れ
て
お
り
（
少
年
刑
訴
九
条
）、
そ
の
要
請
に
応
え
る
た
め
の
一
つ
の
方
策
と
し
て
、
加
害

者
と
被
害
者
の
間
の
「
和
解
（ricon
ciliazon

e

）」
を
促
進
す
る
動
き
が
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
本
来
、
加
害
者
と
被
害
者
の
間
の

和
解
そ
れ
自
体
を
目
的
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
広
い
意
味
で
の
「
再
教
育
」
の
要
請
に
答
え
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
諸
制
度
（
た

と
え
ば
、
試
験
観
察
や
事
実
の
軽
微
性
を
理
由
と
す
る
手
続
打
切
判
決
等
）
が
、
物
的
・
経
済
的
な
意
味
で
は
な
く
、
精
神
的
な
意
味

で
の
「
和
解
」
を
促
進
す
る
た
め
の
制
度
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な（
２５３
）

る
。

ま
た
、
類
似
の
発
想
は
、
手
続
法
の
次
元
に
と
ど
ま
ら
ず
、
実
体
法
や
行
刑
法
の
分
野
に
お
い
て
も
、
断
片
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
イ
タ
リ
ア
刑
法
は
、「
裁
判
前
に
、
損
害
賠
償
に
よ
っ
て
、
も
し
く
は
可
能
な
場
合
に
は
原
状
回
復

に
よ
っ
て
損
害
を
完
全
に
回
復
し
た
こ
と
」
ま
た
は
「
犯
罪
の
損
害
的
も
し
く
は
危
険
な
結
果
を
除
去
も
し
く
は
緩
和
す
る
よ
う
自
発

的
に
努
め
た
こ
と
」
を
犯
罪
の
一
般
的
酌
量
情
状
（circostan

ze
atten

u
an

ti
com

u
n

i

）
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
て
い
る
（
刑
六
二
条

六
号
）。
こ
れ
は
、
損
害
の
回
復
を
、
刑
事
責
任
の
量
的
判
断
の
た
め
の
一
基
準
と
し
て
正
面
か
ら
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
行
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刑
法
の
分
野
に
お
い
て
も
、
三
年
以
下
の
懲
役
刑
の
受
刑
者
に
適
用
可
能
と
さ
れ
て
い
る
、
刑
期
と
同
期
間
の
試
験
的
社
会
奉
仕
作
業

（affidam
en

to
in

prova
al

servizio
sociale

）
の
制
度
（
一
九
七
五
年
七
月
二
六
日
の
法
律
第
三
五
四
号
四
七
条
）
等
の
制
度

が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
、
直
接
に
被
害
者
の
損
害
回
復
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
社
会
に
対
す
る
間
接
的

な
「
賠
償
」
の
一
形
態
と
し
て
、「
修
復
的
司
法
」
的
な
発
想
に
基
づ
い
て
設
け
ら
れ
た
制
度
の
一
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
も
あ

（
２５４
）

る
。�

イ
タ
リ
ア
の
司
法
関
係
者
の
間
に
は
、
犯
罪
「
被
害
者
」
の
積
極
的
な
参
加
・
関
与
は
、
刑
事
手
続
に
複
雑
な
利
害
関
係
を
持

ち
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
同
手
続
を
混
乱
・
遅
延
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
の
危
惧
も
根
強
く
存
在
し
て
い（
２５５
）

る
。
ま
た
、
犯
罪
事
件
の
解
決

を
事
件
当
事
者
の
意
思
に
委
ね
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
憲
法
が
要
請
す
る
起
訴
法
定
主
義
（prin

cipio
di

obbligatorietà
dell’azi-

on
e

pen
ale

）
と
の
関
係
で
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
も
い（
２５６
）

る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
稿
で
み
て
き
た
よ
う
に
様
々
な
か
た
ち
で
、
犯
罪
「
被
害
者
」
の
刑
事
手
続
へ
の
参
加
・
関
与
が
認
め
ら
れ
、

ま
た
一
定
の
方
向
で
拡
大
さ
れ
て
き
た
背
景
に
は
、
被
疑
者
・
被
告
人
の
手
続
上
の
権
利
の
拡
充
に
対
応
す
る
か
た
ち
で
被
害
者
側
の

権
利
も
充
実
さ
せ
る
必
要
が
説
か
れ
た
こ
と
の
ほ
か
、
戦
後
に
お
い
て
は
、
社
会
紛
争
が
複
雑
化
し
、
ま
た
政
治
的
な
色
彩
を
帯
び
る

よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
に
と
も
な
い
、
国
家
が
―
―
立
法
の
場
に
お
い
て
も
司
法
の
場
に
お
い
て
も
―
―
そ
の
解
決
に
一
義
的
な
解

決
を
提
示
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
き
た
た
め
、
犯
罪
事
件
の
事
後
的
処
理
の
場
に
お
い
て
も
、「
紛
争
当
事
者
」
の
意
向
を
で
き

る
か
ぎ
り
汲
み
上
げ
て
い
く
必
要
が
で
て
き
た
と
い
う
事
情
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い（
２５７
）

る
。

こ
の
う
ち
と
く
に
後
者
の
事
情
は
わ
が
国
に
も
基
本
的
に
は
妥
当
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
事
態
に
、
犯
罪
被
害
者

に
刑
事
手
続
へ
の
よ
り
積
極
的
な
参
加
・
関
与
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
処
す
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
刑
事
手
続
外
の
手
段
、

あ
る
い
は
刑
事
司
法
外
の
手
段
も
考
慮
に
入
れ
つ
つ
、
現
行
の
制
度
枠
組
の
な
か
で
運
用
に
よ
っ
て
対
処
で
き
る
部
分
と
法
改
正
を
要

イタリア刑事手続における犯罪「被害者」の地位について（三・完）
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す
る
部
分
と
を
慎
重
に
見
極
め
な
が
ら
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
犯
罪
被
害
者
の
関
与
・
参
加
は
、
多
か
れ
少
な

か
れ
、
刑
事
手
続
の
各
場
面
に
新
た
な
「
関
心
」
を
持
ち
込
む
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
刑
事
手
続
そ
れ
自
体
に
期
待
さ
れ
る
機
能

や
そ
の
存
在
理
由
に
影
響
を
与
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
、
イ
タ
リ
ア
の
例
は
、
犯
罪
の
「
被
害
者
」
の
刑

事
手
続
へ
の
関
与
・
参
加
の
趣
旨
や
態
様
に
は
様
々
な
選
択
肢
が
存
在
し
、
ま
た
、
そ
の
態
様
や
趣
旨
に
よ
っ
て
、「
被
害
者
」
そ
れ

自
体
の
定
義
や
範
囲
の
み
な
ら
ず
、「
被
害
者
」
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
手
続
上
の
権
利
の
内
容
も
大
き
く
左
右
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て

そ
の
そ
れ
ぞ
れ
が
刑
事
司
法
全
体
の
基
本
構
造
に
異
な
っ
た
か
た
ち
で
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
本
稿
が
、
犯
罪
被
害
者

の
刑
事
手
続
へ
の
関
与
・
参
加
を
め
ぐ
る
今
後
の
議
論
の
展
開
に
少
し
で
も
貢
献
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
さ
い
わ
い
で
あ
る
。

（
２４９
）

L
A

N
Z

A ,L
a

tu
tela

d
ella

vittim
a

n
elsistem

a
pen

ale
italian

o,in
P

O
N

T
I (a

cu
ra

di),T
u

tela
d

ella
vittim

a
e

m
ed

iazion
e

pen
ale,G

iu
ffrè,1995,p.44.

（
２５０
）

重
罪
院
・
重
罪
控
訴
院
の
事
物
管
轄
に
つ
い
て
は
、
拙
訳
・
ル
イ
ー
ジ
・
ラ
ン
ツ
ァ
著「
イ
タ
リ
ア
参
審
制
度
に
お
け
る
裁
判
過
程
�
」

判
例
タ
イ
ム
ズ
一
一
一
五
号
（
二
〇
〇
三
年
）
四
八
頁
を
参
照
。

（
２５１
）

L
A

N
Z

A ,L
a

tu
tela

d
ella

vittim
a

n
elsistem

a
pen

ale
italian

o,cit.,p.45.

（
２５２
）

こ
の
よ
う
な
発
想
が
、
現
行
法
施
行
当
初
か
ら
、
法
務
官
に
よ
る
刑
事
手
続
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
親
告
罪
に
関
し
て
、
す
で
に
存
在

し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
（
１７１
）
を
参
照
。

（
２５３
）

た
と
え
ば
、
少
年
刑
訴
法
二
八
条
の
定
め
る
「
試
験
観
察
」
の
適
用
状
況
に
関
す
る
少
年
司
法
事
務
局
（U

fficio
cen

trale
per

la

G
iu

stizia
m

in
orile

）
に
よ
る
調
査
に
よ
る
と
、
一
九
九
一
年
一
〇
月
一
日
か
ら
一
九
九
六
年
六
月
三
〇
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
試
験

観
察
が
適
用
さ
れ
た
四
〇
四
八
件
の
う
ち
、
被
害
者
と
の
和
解
が
成
立
し
た
の
は
一
一
六
件
（
二
・
八
七
パ
ー
セ
ン
ト
）
で
あ
り
、
損
害
の

回
復
が
行
わ
れ
た
の
は
四
〇
件
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（S

C
A

R
D

A
C

C
IO

N
E -B

A
L

D
R

Y -S
C

A
L

I ,L
a

m
ed

iazion
e

pen
ale,cit.,p.65

）。

全
国
的
な
レ
ベ
ル
で
は
、
少
年
刑
事
手
続
に
お
け
る
加
害
者
・
被
害
者
間
の
「
和
解
」
促
進
の
た
め
の
組
織
的
な
取
組
み
は
い
ま
の
と
こ

ろ
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
地
方
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
種
の
試
み
が
積
極
的
に
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ト
リ
ノ
少
年
裁
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判
所
に
お
い
て
は
、
一
九
九
五
年
以
降
、
少
年
刑
訴
法
の
理
念
を
推
し
進
め
、
刑
罰
を
、
制
裁
で
は
な
く
、
紛
争
解
決
を
促
進
す
る
た
め
の

手
段
と
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
発
想
の
も
と
に
、「
和
解
促
進
事
務
局
（U

fficio
M

ediazion
e

）」
が
設
置
さ
れ
、
現
行
少
年
刑
訴
法
の
制

度
枠
組
を
最
大
限
に
利
用
し
た
加
害
者
・
被
害
者
間
の
和
解
促
進
の
取
組
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
同
様
の
試
み
は
、
現
在
で
は
、
ミ
ラ
ノ
、

バ
ー
リ
、
ト
レ
ン
ト
、
カ
タ
ン
ザ
ー
ロ
等
で
も
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
具
体
的
内
容
お
よ
び
成
果
に
関
し
て
は
、
註
（
１８２
）
に
掲
記
の
ウ
イ

ー
ン
国
連
犯
罪
予
防
・
犯
罪
者
処
遇
会
議
の
イ
タ
リ
ア
司
法
省
報
告
を
参
照
。

（
２５４
）

S
C

A
R

D
A

C
C

IO
N

E -B
A

L
D

R
Y -S

C
A

L
I ,L

a
m

ed
iazion

e
pen

ale,cit.,p.60.

も
っ
と
も
、
同
書
に
よ
れ
ば
、
現
実
に
は
、
こ
の
制
度
の

適
用
は
散
発
的
な
も
の
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
た
め
に
予
定
さ
れ
て
い
た
司
法
省
と
関
連
施
設
の
間
の
連
携
も
進
ま
な
か
っ
た
。

（
２５５
）

現
行
刑
訴
法
の
立
法
者
が
旧
法
よ
り
も
民
刑
分
離
を
優
遇
し
た
背
景
に
こ
の
よ
う
な
発
想
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

ま
た
、
た
と
え
ば
、G

U
A

R
N

E
R

I ,Im
pu

gn
azion

i
d

elle
parte

civile,in
A

rch
.pen

.,1953,II,p.296

は
、「
刑
事
訴
訟
中
の
民
事
訴

権
」
に
つ
い
て
、
立
法
者
は
そ
れ
を
「
必
要
悪
（m

ale
n

ecessario

）
と
し
て
甘
受
し
て
き
た
」
と
し
て
お
り
、S

Q
U

A
R

C
IA ,L

’azion
e

d
i

d
an

n
o

n
elprocesso

pen
ale,cit.,p.192

は
、
こ
の
こ
と
は
、「
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
論
者
が
同
意
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
す
る
。

（
２５６
）

S
C

A
R

D
A

C
C

IO
N

E -B
A

L
D

R
Y -S

C
A

L
I ,L

a
m

ed
iazion

e
pen

ale,cit.,p.59.

少
年
刑
事
手
続
に
お
け
る
被
害
者
・
加
害
者
間
の
和
解
と

起
訴
法
定
主
義
の
関
係
に
つ
い
て
は
、L

A
M

B
E

R
T

U
C

C
I ,C

om
m

en
to

all’art.10
d

eld
.p.r.448/

1988
,cit.,p.105

を
参
照
。

（
２５７
）

前
掲
註
（
９０
）
参
照
。
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